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友
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二
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る
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争
処
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の
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造
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四　

パ
リ
和
約
に
お
け
る
紛
争
処
理
の
構
造

　（
一
）　
和
約
の
締
結
儀
礼

　

引
き
続
き
『
年
代
記
』
に
よ
れ
ば
、
最
終
的
な
国
王
の
親
裁
を
仰
ぐ
べ
く
、
会
談
の
場
が
パ
リ
に
移
さ
れ
た
が）（（（
（

、
こ
の
パ
リ
で
の

会
談
の
模
様
を
伝
え
る
史
料
は
現
存
し
な
い
。
既
存
の
証
書
史
料
か
ら
は
、
パ
リ
に
お
い
て
諸
々
の
和
平
条
項
が
フ
ラ
ン
ス
国
王
ル

イ
九
世
・
教
皇
特
使
ロ
マ
ヌ
ス
・
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
に
よ
っ
て
認
証
さ
れ
た
後
、
一
二
二
九
年
四
月
一
二
日
付
で
、
ル

イ
九
世）（（（
（

・
教
皇
特
使）（（（
（

・
レ
モ
ン
七
世）（（（
（

、
各
々
の
名
義
で
所
謂
「
パ
リ
和
約
」
の
証
書
が
作
成
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
確
認
さ
れ
る
に

と
ど
ま
る）（（（
（

。
他
方
、
和
約
の
認
証
・
締
結
に
際
し
て
行
わ
れ
た
、
レ
モ
ン
七
世
の
悔
悛
・
赦
免
の
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
レ
ナ
ル
デ
ィ

編
『
教
会
年
代
記
集
成A

nnales ecclesiastci

』（
一
六
四
六
年
～
一
六
七
七
年
）
所
収
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
文
書
お
よ
び
先
の

『
年
代
記
』
に
記
述）（（（
（

が
見
ら
れ
、
そ
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

一
二
二
九
年
四
月
一
二
日
、
破
門
宣
告
に
悔
悛
を
示
す
罪
人
と
し
て
衣
服
を
剝
ぎ
取
ら
れ
た
レ
モ
ン
七
世
は
、
肌
着
と
下
穿
き
姿
で
裸
足

の
ま
ま
、
ル
イ
九
世
、
教
皇
特
使
、
ポ
ル
ト
司
教
枢
機
卿
兼
駐
英
教
皇
特
使
コ
ン
ラ
ー
ト
、
サ
ン
＝
ニ
コ
ラ
＝
イ
ン
＝
カ
ル
ケ
レ
＝
ト
ゥ
ッ

リ
ア
ノ
教
会
助
祭
枢
機
卿
兼
駐
ダ
キ
ア
教
皇
特
使
オ
ッ
ト
ー
、
サ
ン
ス
大
司
教
、
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
大
司
教
、
パ
リ
司
教
、
オ
タ
ン
司
教
、
ニ
ー

ム
司
教
、
マ
グ
ロ
ー
ヌ
司
教
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
、
お
よ
び
国
王
の
全
廷
臣
が
参
集
し
た
パ
リ
の
ノ
ー
ト
ル
＝
ダ
ム
大
聖
堂
の
正
面
入
り

口
前
の
広
場
に
引
き
出
さ
れ
、
和
約
を
読
み
上
げ
た
う
え
で
、
彼
ら
の
立
会
の
下
で
和
約
の
全
条
項
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
を
宣
誓
し
た
後
、

教
皇
特
使
ロ
マ
ヌ
ス
が
レ
モ
ン
七
世
を
大
聖
堂
内
に
導
き
入
れ
、
大
祭
壇
の
下
ま
で
連
れ
て
来
た
と
こ
ろ
で
、
レ
モ
ン
七
世
と
そ
の
場
に
居

合
わ
せ
た
レ
モ
ン
七
世
の
朋
友
一
同
の
破
門
を
解
き
、
同
日
付
で
以
下
の
よ
う
な
赦
免
状
を
発
し
て
い
る
。

【
一
二
二
九
年
四
月
一
二
日
付
の
教
皇
特
使
に
よ
る
赦
免
状
】）

（（（
（
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・
故
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
の
息
子
レ
モ
ン
（
七
世
）
は
、
長
き
に
わ
た
っ
て
教
会
と
国
王
に
逆
ら
っ
て
来
た
が
、
遂
に
教
会
と
国
王
の
命
に

従
う
に
至
っ
た
。

・
か
の
者
は
恭
し
く
敬
虔
な
態
度
で
、
自
ら
の
赦
免
と
裁
き
で
は
な
く
寛
仁
を
求
め
て
教
皇
特
使
と
国
王
の
元
ま
で
や
っ
て
来
て
、
聖
木

曜
日）

（（（
（

に
は
パ
リ
の
ノ
ー
ト
ル
＝
ダ
ム
大
聖
堂
の
門
前
に
て
、
彼
等
の
立
会
の
下
で
自
ら
が
破
門
さ
れ
る
原
因
と
な
っ
た
点
に
対
す
る
教

会
と
国
王
の
命
令
に
完
全
に
従
う
旨
を
厳
粛
に
宣
誓
し
た
。

・
こ
う
し
た
恭
順
な
態
度
と
敬
虔
さ
に
鑑
み
て
、
教
皇
特
使
は
教
会
の
し
き
た
り
に
従
っ
て
赦
免
を
与
え
る
こ
と
と
し
、
か
の
者
が
そ
の

遵
守
を
約
束
し
、
あ
る
い
は
和
約
書
面
に
定
め
ら
れ
た
条
項
に
ひ
と
つ
で
も
違
反
す
る
か
、
そ
れ
ら
の
条
項
を
実
行
に
移
さ
な
い
場
合

に
は
、
か
の
者
の
同
意
に
基
づ
い
て
即
時
に
破
門
が
宣
告
さ
れ
、
赦
免
以
前
の
状
態
に
戻
さ
れ
る
と
共
に
、
か
の
者
（
レ
モ
ン
七
世
）

お
よ
び
そ
の
父
親
（
レ
モ
ン
六
世
）
に
対
し
て
公
会
議
の
場
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
後
に
宣
告
さ
れ
た
諸
々
の
罪
に
再
び
問
わ
れ
る
こ

と
と
な
る
。

　

か
く
て
レ
モ
ン
七
世
は
、
一
二
〇
九
年
六
月
に
父
伯
レ
モ
ン
六
世
が
サ
ン
＝
ジ
ル
で
受
け
た
の
と
同
様
の
悔
悛
・
赦
免
儀
礼
を
受

け
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
詳
細
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
デ
・
ヴ
ォ
ー
＝
ド
＝
セ
ル
ネ
ー
の
『
ア
ル
ビ
十
字
軍
史H

istoria 

A
lbigensium

』（
一
二
一
三
年
～
一
二
一
八
年
）
の
記
述）（（（
（

、
お
よ
び
カ
テ
ル
に
よ
る
『
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
列
伝H

istoire des 

com
tes de T

oulouse

』（
一
六
二
三
年
）
所
収
の
一
二
〇
九
年
六
月
一
八
日
付
の
証
書）（（（
（

に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

教
皇
特
使
ミ
ロ
ン
は
、
ア
ル
ル
、
エ
ク
ス
、
オ
ー
シ
ュ
の
大
司
教
、
マ
ル
セ
イ
ユ
、
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
、
カ
ヴ
ァ
イ
ヨ
ン
、
カ
ル
パ
ン
ト
ラ
、

ヴ
ェ
ゾ
ン
、
ト
ロ
ワ
＝
シ
ャ
ト
ー
、
ニ
ー
ム
、
ア
グ
ド
、
マ
グ
ロ
ー
ヌ
、
ロ
デ
ー
ヴ
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
、
ベ
ジ
エ
、
フ
レ
ジ
ュ
ス
、
ニ
ー
ス
、

ア
プ
ト
、
シ
ス
テ
ロ
ン
、
オ
ラ
ン
ジ
ュ
、
ヴ
ィ
ヴ
ィ
エ
、
ウ
ゼ
ス
の
各
司
教）

（（（
（

を
伴
っ
て
、
サ
ン
＝
ジ
ル
大
修
道
院
付
属
教
会
前
広
場
に
赴
く

と
、
広
場
に
は
祭
壇
が
据
え
ら
れ
て
お
り
、
祭
壇
の
上
に
は
聖
体
と
聖
遺
物
の
数
々
（
キ
リ
ス
ト
が
磔
に
さ
れ
た
十
字
架
の
木
片
な
ど
）
が
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置
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
上
半
身
を
露
わ
に
し
た
レ
モ
ン
六
世
が
導
か
れ
、
皆
の
前
で
こ
れ
ら
の
神
聖
物
に
か
け
て
、
破
門
事
項
に
関
す

る
教
会
の
あ
ら
ゆ
る
命
に
従
う
旨
を
宣
誓
す
る
。
長
衣
を
首
ま
で
た
く
し
上
げ
た
レ
モ
ン
六
世
は
、
教
皇
特
使
に
よ
っ
て
そ
の
長
衣
を
つ
か

ま
れ
、
自
由
を
奪
わ
れ
た
状
態
で
鞭
打
た
れ
た
後
、
教
会
内
に
導
き
入
れ
ら
れ
、
赦
免
を
与
え
ら
れ
た
。

　

レ
モ
ン
七
世
の
悔
悛
と
赦
免
に
関
す
る
『
教
会
年
代
記
集
成
』
お
よ
び
『
年
代
記
』
の
記
述
に
は
、
こ
う
し
た
鞭
打
ち
や
聖
遺
物

等
に
関
す
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
が
、
同
様
の
式
次
第
を
経
た
と
目
さ
れ
る）（（（
（

。

　
　（
二
）　
和
約
の
概
要

　

か
く
し
て
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
の
悔
悛
と
赦
免
の
儀
礼
の
一
環
と
し
て
認
証
・
締
結
さ
れ
た
パ
リ
和
約
の
概
要
は
、

以
下
の
三
十
二
項
目
に
大
別
さ
れ
る）（（（
（

。

【
§
１
】）

（（（
（

　

レ
モ
ン
七
世
は
、
サ
ン
＝
タ
ン
ジ
ェ
ロ
助
祭
枢
機
卿
た
る
ロ
マ
ヌ
ス
教
皇
特
使
に
、
ロ
ー
マ
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
フ
ラ
ン
ス
国
王
お
よ

び
そ
の
後
継
者
達
へ
の
生
涯
変
わ
ら
ぬ
忠
誠
を
誓
う
こ
と
を
約
束
す
る
。

【
§
２
】）

（（（
（

　

レ
モ
ン
七
世
は
、
領
内
の
異
端
を
一
掃
す
べ
く
、
苛
烈
な
追
及
の
手
を
緩
め
る
こ
と
な
く
、
近
臣
・
封
臣
・
親
族
・
朋
輩
の
所
領
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
王
領
と
な
る
べ
き
土
地
か
ら
の
異
端
の
排
除
に
も
助
力
す
る
。

【
§
３
】）

（（（
（

　

レ
モ
ン
七
世
は
、
異
端
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
者
は
即
座
に
断
罪
す
べ
き
こ
と
、
伯
の
徴
税
官
に
よ
る
異
端
者
（
異
端
の
嫌
疑

の
あ
る
者
や
同
調
者
、
支
援
者
を
含
む
）
の
捜
索
は
、
情
け
容
赦
な
く
行
わ
れ
る
こ
と
を
約
す
。
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ま
た
、
伯
は
こ
れ
ら
の
活
動
を
支
援
す
べ
く
、
異
端
者
の
逮
捕
に
協
力
し
た
者
に
は
、
か
の
者
が
現
地
の
司
教
あ
る
い
は
所
管
す
る
当
局

に
よ
っ
て
異
端
者
で
あ
る
と
宣
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
条
件
に
、
今
後
二
年
間
は
銀
貨
二
マ
ル
ク
、
そ
の
後
は
銀
貨
一
マ
ル
ク
を
支
払
う
こ

と
を
約
す
。

　

さ
ら
に
、
複
数
の
異
端
者
が
逮
捕
さ
れ
た
場
合
に
は
、
各
々
に
つ
き
同
額
を
支
払
う
。
異
端
者
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
者
、
即
ち

同
調
者
・
支
援
者
・
隠
匿
者
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
教
皇
特
使
の
命
に
従
う
。

【
§
４
】）

（（（
（

　

レ
モ
ン
七
世
は
、
所
領
あ
る
い
は
今
後
領
す
べ
き
土
地
に
お
い
て
当
該
和
約
を
遵
守
し
、
あ
る
い
は
遵
守
さ
せ
、
今
後
王
領
と
な
る
べ
き

土
地
に
お
い
て
も
、
そ
の
遵
守
に
助
力
す
る
。

　

傭
兵
崩
れ
の
や
く
ざ
者
は
、
こ
れ
を
追
放
・
処
罰
す
る
と
共
に
、
彼
等
を
保
護
し
た
者
に
つ
い
て
も
同
罪
と
し
て
処
罰
す
る
。

【
§
５
】）

（（（
（

　

レ
モ
ン
七
世
は
、
教
会
と
聖
職
者
に
手
厚
い
保
護
を
与
え
、
彼
等
の
諸
特
権
が
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
。
さ
ら
に
、
教
会
の
権
能
が

侮
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
教
会
の
破
門
宣
告
が
遵
守
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
。

　

一
年
以
上
、
破
門
宣
告
を
頑
と
し
て
受
け
容
れ
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
伯
は
教
会
の
命
に
従
い
、
か
の
者
の
動
産
お
よ
び
不
動
産
を
差
し

押
さ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
気
を
取
り
戻
さ
せ
、
か
の
者
が
破
門
さ
れ
る
に
至
っ
た
事
情
を
改
め
、
そ
の
結
果
生
じ
た
損
害
を
贖
う
ま
で
、

伯
は
そ
れ
ら
の
財
産
を
保
持
す
る
。

【
§
６
】）

（（（
（

　

レ
モ
ン
七
世
は
、
現
職
お
よ
び
将
来
の
徴
税
官
に
対
し
、
上
記
の
条
項
を
遵
守
す
る
旨
を
宣
誓
さ
せ
る
。
ま
た
、
徴
税
官
が
上
記
条
項
に

違
反
し
た
場
合
に
は
、
財
産
没
収
を
も
っ
て
処
罰
す
る
。

　

伯
の
領
内
に
お
け
る
徴
税
官
に
は
、
カ
ト
ッ
リ
ク
信
者
を
任
命
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
お
よ
び
異
端
の
疑
い
の
あ
る
者
は
排
除
さ
れ
る
。
ユ
ダ
ヤ

人
お
よ
び
異
端
の
疑
い
の
あ
る
者
は
、
都
市
・
村
落
・
城
砦
・
関
所
に
割
り
当
て
ら
れ
た
税
を
徴
収
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
も
し
こ
れ
ら
の

者
が
、
偶
然
あ
る
い
は
不
注
意
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
場
合
に
は
、
解
任
の
う
え
前
述
の
財
産
没
収
を
も
っ
て
処
罰
す
る
。
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【
§
７
】）

（（（
（

　

レ
モ
ン
七
世
は
、
教
会
お
よ
び
聖
職
者
が
ア
ル
ビ
十
字
軍
以
前
に
有
し
て
お
り
、
そ
の
後
略
奪
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
不
動
産

な
ら
び
に
諸
権
利
を
全
て
即
座
に
返
還
し
、
あ
る
い
は
返
還
さ
せ
る
こ
と
を
約
す
。

　

そ
の
他
、
当
該
事
実
に
争
い
の
あ
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
常
設
裁
判
所
あ
る
い
は
教
皇
特
使
、
教
皇
特
使
ま
た
は
聖
座
の
代
理
人

の
裁
判
権
に
委
ね
る
。

【
§
８
】）

（（（
（

　

レ
モ
ン
七
世
は
、
今
後
十
分
の
一
税
を
全
額
支
払
い
、
あ
る
い
は
支
払
わ
せ
る
こ
と
を
約
す
。
こ
の
こ
と
は
、
騎
士
そ
の
他
の
俗
人
に
つ

い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
彼
ら
が
伯
の
所
領
あ
る
い
は
今
後
伯
領
と
な
る
べ
き
土
地
に
お
い
て
十
分
の
一
税
を
徴
収
す
る
と
い
う
こ
と
は
認

め
ず
、
そ
れ
ら
は
教
皇
特
使
あ
る
い
は
ロ
ー
マ
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
意
向
に
従
っ
て
、
全
て
教
会
に
返
還
さ
れ
る
。

【
§
９
】）

（（（
（

　

レ
モ
ン
七
世
は
、
教
会
お
よ
び
聖
職
者
に
与
え
た
損
害
の
賠
償
と
し
て
、
動
産
お
よ
び
建
物
・
家
屋
の
破
壊
に
つ
い
て
は
銀
貨
一
万
マ
ル

ク
を
支
払
い
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
上
記
の
通
り
返
還
と
す
る
。

　

伯
は
賠
償
に
関
す
る
一
切
を
、
教
皇
特
使
あ
る
い
は
ロ
ー
マ
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
選
任
し
た
善
良
で
信
頼
が
お
け
る
確
か
な
人
々
に
委

ね
、
彼
ら
が
専
門
家
の
意
見
と
共
に
上
記
の
総
額
を
損
害
に
割
り
当
て
る
が
、
上
記
に
定
め
る
金
額
を
超
え
る
損
害
額
を
請
求
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。

【
§
10
】）

（（（
（

　

シ
ト
ー
会
大
修
道
院
（
銀
貨
二
千
マ
ル
ク
）、
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
大
修
道
院
（
同
五
百
マ
ル
ク
）、
グ
ラ
ン
セ
ル
ヴ
大
修
道
院
（
同
一
千
マ
ル

ク
）、
ベ
ル
ペ
ル
シ
ュ
大
修
道
院
（
同
三
百
マ
ル
ク
）、
カ
ン
ド
ゥ
イ
ユ
大
修
道
院
（
同
二
百
マ
ル
ク
）
へ
の
支
払
い
は
、
動
産
に
対
す
る
損

害
の
賠
償
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
レ
モ
ン
七
世
の
魂
の
救
済
の
た
め
に
行
わ
れ
る
。

【
§
11
】）

（（（
（

　

教
会
と
国
王
の
安
全
確
保
の
た
め
、
国
王
が
今
後
一
〇
年
間
保
持
す
べ
き
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
城
館
を
は
じ
め
と
す
る
城
砦
（
後
述
§
30
）
の
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防
衛
強
化
の
た
め
、
レ
モ
ン
七
世
は
銀
貨
六
千
マ
ル
ク
を
支
払
う
。

【
§
12
】）

（（（
（

　

以
上
、
総
額
銀
貨
二
万
マ
ル
ク
を
レ
モ
ン
七
世
は
四
年
間
か
け
て
、
年
に
銀
貨
五
千
マ
ル
ク
を
支
払
う
。

【
§
13
】）

（（（
（

　

神
学
教
師
四
名
、
教
会
法
教
師
二
名
、
自
由
学
芸
教
師
六
名
、
文
法
教
師
二
名
に
対
し
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
い
て
教
鞭
を
執
る
た
め
に

銀
貨
四
千
マ
ル
ク
を
以
下
の
方
法
で
割
り
当
て
る
。

　

・
神
学
教
師
：
銀
貨
五
〇
マ
ル
ク
×
四
名
を
一
〇
年
間
（
＝
銀
貨
二
千
マ
ル
ク
）

　

・
教
会
法
教
師
：
同
三
〇
マ
ル
ク
×
二
名
を
一
〇
年
間
（
＝
同
六
百
マ
ル
ク
）

　

・
自
由
学
芸
教
師
：
同
二
〇
マ
ル
ク
×
六
名
を
一
〇
年
間
（
＝
同
一
千
二
百
マ
ル
ク
）

　

・
文
法
教
師
：
同
一
〇
マ
ル
ク
×
二
名
を
一
〇
年
間
（
＝
同
二
百
マ
ル
ク
）

【
§
14
】）

（（（
（

　

レ
モ
ン
七
世
は
赦
免
後
直
ち
に
、
贖
罪
の
た
め
の
償
い
と
し
て
、
サ
ラ
セ
ン
人
に
対
す
る
十
字
架
を
教
皇
特
使
か
ら
受
け
取
り
、
本
年
八

月
あ
る
い
は
来
年
八
月
に
出
征
す
る
十
字
軍
に
従
軍
し
、
五
年
間
戦
地
に
留
ま
る
。

【
§
15
】）

（（（
（

　

教
会
と
ル
イ
九
世
お
よ
び
ル
イ
八
世
、
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
伯
と
そ
の
郎
党
に
付
き
従
っ
た
者
達
を
レ
モ
ン
七
世
は
咎
め
だ
て
せ
ず
、
彼
等
が

異
端
者
あ
る
い
は
異
端
の
同
調
者
で
な
い
限
り
、
伯
は
彼
ら
を
友
人
の
如
く
、
か
つ
て
敵
で
あ
っ
た
こ
と
が
な
い
か
の
よ
う
に
厚
遇
す
る
。

　

教
会
と
国
王
も
同
様
に
、
伯
に
付
き
従
っ
た
者
達
の
う
ち
、
当
該
和
約
に
反
対
す
る
者
を
除
い
て
は
、
彼
等
を
咎
め
だ
て
す
る
こ
と
は
し

な
い
。

【
§
16
】）

（（（
（

　

国
王
は
レ
モ
ン
七
世
の
恭
順
を
考
慮
し
、
ま
た
教
会
へ
の
篤
い
信
仰
を
持
ち
続
け
る
こ
と
を
願
っ
て
、
伯
が
国
王
に
委
ね
た
娘
を
教
会
の

特
免
に
基
づ
い
て
、
王
弟
の
ひ
と
り
と
娶
わ
せ
る
こ
と
で
伯
に
恩
恵
を
与
え
よ
う
と
望
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
国
王
は
王
封
と
な
る
（
レ
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ヴ
ィ
ス
）
元
帥
領
を
除
く
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
区
全
体
を
伯
に
残
す
。

　

さ
ら
に
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
の
相
続
に
関
し
て
は
、
以
下
三
つ
の
場
合
が
想
定
さ
れ
る
。

①　

伯
の
死
後
、（
自
治
都
市
）
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
と
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
区
は
伯
女
と
結
婚
し
た
王
弟
と
そ
の
子
供
達
の
も
の
と
な
る
。

②　

王
弟
が
子
に
恵
ま
れ
な
い
ま
ま
死
亡
し
た
場
合
に
は
、（
自
治
都
市
）
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
と
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
区
は
国
王
と
そ
の
後

継
者
の
元
に
帰
し
、
伯
女
と
伯
の
他
の
子
供
達
お
よ
び
相
続
人
は
、
こ
の
件
に
関
し
て
一
切
権
利
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

③　

伯
女
が
王
弟
と
の
子
に
恵
ま
れ
な
い
ま
ま
死
亡
し
た
場
合
に
も
、（
自
治
都
市
）
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
と
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
区
は
伯
の

死
後
、
国
王
と
そ
の
後
継
者
の
元
に
帰
し
、
前
述
の
如
く
王
弟
と
伯
女
の
間
の
息
子
か
娘
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
件
に
関
し
て
い
か
な
る

権
利
主
張
も
で
き
な
い
。

【
§
17
】）

（（（
（

　

国
王
は
ア
ジ
ャ
ン
と
ロ
デ
ズ
の
司
教
区
を
レ
モ
ン
七
世
に
残
す
。

　

ア
ル
ビ
司
教
区
に
つ
い
て
は
、
タ
ル
ヌ
川
を
挟
ん
で
ガ
イ
ヤ
ッ
ク
側
を
伯
に
残
す
も
の
で
あ
り
、
都
市
ア
ル
ビ
は
国
王
の
元
に
留
め
置
か

れ
、
タ
ル
ヌ
川
を
挟
ん
で
カ
ル
カ
ッ
ソ
ン
ヌ
側
の
ア
ル
ビ
司
教
区
も
同
様
で
あ
る
。

　

国
王
と
伯
は
、
タ
ル
ヌ
川
の
真
ん
中
を
境
と
し
て
、
各
自
河
岸
と
流
水
を
領
す
る
が
、
他
人
の
権
利
と
財
産
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

当
地
の
者
達
は
、
王
領
に
あ
っ
て
は
国
王
に
、
伯
領
に
あ
っ
て
は
伯
に
、
そ
れ
ぞ
れ
義
務
を
果
た
す
。

【
§
18
】）

（（（
（

　

国
王
は
、
カ
オ
ー
ル
司
教
区
も
伯
に
残
す
が
、
都
市
カ
オ
ー
ル
お
よ
び
国
王
の
祖
父
フ
ィ
リ
ッ
プ
（
尊
厳
）
王
が
そ
の
死
に
際
し
て
当
該

司
教
区
に
お
い
て
有
し
て
い
た
封
土
と
財
産
は
除
外
さ
れ
る
。

【
§
19
】）

（（（
（

　

レ
モ
ン
七
世
が
、
正
当
な
婚
姻
か
ら
生
ま
れ
た
息
子
に
恵
ま
れ
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
上
記
の
土
地
は
全
て
王
弟
と
婚
姻
し
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た
伯
女
と
そ
の
子
孫
に
の
み
帰
す
る
こ
と
と
な
る
。

【
§
20
】）

（（（
（

　

レ
モ
ン
七
世
は
以
上
の
諸
条
件
の
下
に
、
正
当
な
る
領
主
と
し
て
、
上
記
で
認
め
ら
れ
た
伯
領
に
対
し
完
全
な
る
裁
判
権
と
自
由
な
上
級

領
主
権plenum

 jus et liberum
 dom

inium

を
持
ち
、
そ
の
死
に
際
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
他
の
諸
侯
の
慣
例
・
慣
習
に
従
っ
て
、

追
善
の
た
め
の
遺
贈
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

国
王
に
よ
っ
て
伯
に
認
め
ら
れ
た
以
上
の
事
項
は
、
既
述
の
通
り
教
会
と
聖
職
者
の
諸
権
利
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

【
§
21
】）

（（（
（

　

レ
モ
ン
七
世
は
、
ヴ
ェ
ル
フ
ェ
イ
ユ
と
そ
の
属
領
を
ラ
ボ
ル
ド
と
そ
の
属
領
共
々
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
と
そ
の
息
子
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
ド
・

リ
リ
エ
に
割
譲
す
る
。

　

そ
れ
ら
は
、
か
つ
て
現
国
王
の
父
ル
イ
（
八
世
）
王
と
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
伯
が
彼
等
に
与
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
ヴ
ェ
ル
フ
ェ
イ
ユ
に
つ
い

て
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
が
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
伯
に
対
し
て
負
う
と
こ
ろ
が
レ
モ
ン
七
世
に
帰
し
、
オ
リ
ヴ
ィ
エ
が
父
王
ル
イ
に
負
う
と
こ

ろ
に
つ
い
て
も
、
レ
モ
ン
七
世
に
帰
す
る
と
い
う
条
件
が
付
く
。

　

ま
た
、
国
王
あ
る
い
は
そ
の
父
王
、
ま
た
は
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
伯
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
他
の
割
譲
は
取
り
消
さ
れ
る
。

【
§
22
】）

（（（
（

　

以
上
、
伯
が
承
認
し
た
全
て
の
事
項
に
つ
い
て
、
伯
は
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
諸
侯
の
慣
例
に
従
い
、
国
王
に
対
し
て
忠
臣
礼
と
誠
実
宣

誓hom
agium

 ligium
 et fidelitatem

を
行
う
。

【
§
23
】）

（（（
（

　

ロ
ー
ヌ
此
岸
の
フ
ラ
ン
ス
王
国
側
に
あ
る
、
レ
モ
ン
七
世
の
所
領
（
所
領
た
り
得
べ
き
も
の
も
含
む
）
に
関
す
る
諸
権
利
は
、
国
王
と
そ

の
相
続
人
の
た
め
に
、
全
て
は
っ
き
り
と
か
つ
永
久
に
放
棄
さ
れ
る
。

【
§
24
】）

（（（
（

　

ロ
ー
ヌ
彼
岸
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
側
に
あ
る
レ
モ
ン
七
世
の
所
領
（
所
領
た
り
得
べ
き
も
の
も
含
む
）
に
関
す
る
諸
権
利
は
、
教
皇
特
使
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に
体
現
さ
れ
る
教
会
の
た
め
に
、
全
て
は
っ
き
り
と
か
つ
永
久
に
放
棄
さ
れ
る
。

【
§
25
】）

（（（
（

　

ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
住
人
の
う
ち
、
教
会
、
国
王
と
そ
の
父
王
、
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
伯
と
そ
の
郎
党
に
よ
っ
て
当
地
を
追
わ
れ
た
者
、
あ
る
い
は

自
ら
の
意
思
で
後
に
し
た
者
達
は
、
教
会
に
よ
る
異
端
宣
告
を
受
け
て
い
な
い
限
り
、
か
つ
て
の
状
況
に
復
さ
れ
、
そ
の
財
産
は
返
還
さ
れ

る
。

　

但
し
、
国
王
と
そ
の
父
王
、
あ
る
い
は
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
伯
に
よ
る
割
譲
が
行
わ
れ
た
後
も
所
有
し
え
た
で
あ
ろ
う
財
産
に
つ
い
て
は
除
外

さ
れ
る
。

【
§
26
】）

（（（
（

　

レ
モ
ン
七
世
に
残
さ
れ
る
べ
き
所
領
に
お
い
て
、
教
会
と
国
王
の
命
に
抗
う
者
達
、
特
に
フ
ォ
ワ
伯
と
そ
の
一
党
に
対
し
て
は
、
レ
モ
ン

七
世
は
断
固
と
し
て
戦
争
を
も
っ
て
臨
み
、
教
会
と
国
王
の
同
意
な
し
に
和
平
・
休
戦
の
協
定
を
取
り
結
ぶ
こ
と
は
な
い
。

　

か
の
者
達
の
所
領
を
占
領
し
た
際
に
は
、
国
王
が
教
会
と
自
身
の
安
全
の
た
め
、
一
〇
年
間
自
ら
そ
れ
ら
を
維
持
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い

限
り
、
そ
れ
ら
は
全
て
破
壊
さ
れ
た
う
え
で
、
レ
モ
ン
七
世
が
彼
等
の
所
領
を
保
持
す
る
。
ま
た
、
国
王
が
維
持
し
た
場
合
の
防
禦
物
・
城

砦
・
城
壁
・
濠
か
ら
の
収
益
は
、
国
王
の
も
の
と
な
る

【
§
27
】）

（（（
（

　

教
皇
特
使
の
意
向
と
命
に
従
い
、
レ
モ
ン
七
世
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
市
壁
を
撤
去
し
、
濠
を
埋
め
立
て
る
と
共
に
、
以
下
三
〇
の
都
市
と

城
砦
の
徹
底
的
な
破
壊
と
濠
の
埋
め
立
て
を
行
う
。

フ
ァ
ン
ジ
ョ
ー
、
カ
ス
テ
ル
ノ
ー
ダ
リ
、
ラ
ベ
セ
ー
ド
、
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ネ
、
ピ
ュ
イ
ロ
ラ
ン
、
サ
ン
＝
ポ
ル
＝
カ
プ
＝
ド
＝
ジ
ュ
ー
、

ラ
ヴ
ォ
ー
ル
、
ラ
バ
ス
タ
ン
、
ガ
イ
ヤ
ッ
ク
、
モ
ン
テ
ギ
ュ
ー
、
ピ
ュ
イ
セ
ル
シ
、
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
、
カ
ス
テ
ル
サ
ラ
ザ
ン
、
モ
ワ
サ
ッ

ク
、
モ
ン
ト
ー
バ
ン
、
モ
ン
キ
ュ
ー
ク
、
ア
ジ
ャ
ン
、
コ
ン
ド
ン
、
サ
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
、
オ
ー
ト
リ
ー
ヴ
、
カ
ッ
ス
ヌ
イ
ユ
、
ピ
ュ
ジ
ョ

ル
、
オ
ヴ
ィ
ラ
ー
ル
、
ペ
リ
ュ
ッ
ス
、
ロ
ラ
ッ
ク
、
そ
の
他
教
皇
特
使
が
選
ぶ
五
つ
。
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こ
れ
ら
に
つ
き
、
伯
は
国
王
の
同
意
な
く
再
建
し
て
は
な
ら
ず
、
他
の
場
所
に
新
た
に
城
砦
を
建
造
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
が
、
伯
が
必

要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
所
領
内
に
要
塞
化
さ
れ
て
い
な
い
都
市
を
新
た
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

上
記
の
都
市
お
よ
び
城
砦
に
お
け
る
伯
の
封
臣
が
、
指
示
さ
れ
た
破
壊
に
応
じ
な
い
場
合
、
伯
は
断
固
と
し
て
戦
争
を
も
っ
て
臨
み
、
教

会
と
国
王
の
同
意
な
し
に
、
か
つ
そ
れ
ら
の
城
砦
が
破
壊
さ
れ
、
濠
が
埋
め
立
て
ら
れ
な
い
限
り
、
彼
ら
と
和
平
・
休
戦
の
協
定
を
取
り
結

ぶ
こ
と
は
な
い
。

【
§
28
】）

（（（
（

　

上
記
の
条
項
を
全
て
確
実
か
つ
永
久
に
遵
守
す
る
こ
と
に
つ
き
、
レ
モ
ン
七
世
は
誠
実
宣
誓
を
行
い
、
自
ら
の
家
臣
や
朋
輩
に
も
、
同
様

の
宣
誓
を
さ
せ
る
。

【
§
29
】）

（（（
（

　

レ
モ
ン
七
世
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
民
そ
の
他
、
伯
に
残
さ
れ
る
べ
き
所
領
の
住
民
に
も
、
同
様
の
宣
誓
を
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼

ら
の
宣
誓
に
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
が
上
記
の
和
約
条
項
を
遵
守
す
る
よ
う
尽
力
す
べ
き
こ
と
が
付
け
加
え
ら
れ
る
。

　

伯
が
和
約
の
一
部
ま
た
は
全
部
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
当
該
事
実
と
伯
自
身
の
意
思
を
も
っ
て
、
彼
ら
と
伯
と
の
封
建
関
係
は
相
互
に

解
消
さ
れ
、
四
〇
日
間
の
催
告
期
間
を
過
ぎ
て
も
、
伯
が
教
会
あ
る
い
は
国
王
に
対
し
て
果
た
す
べ
き
義
務
を
全
う
し
な
い
場
合
に
は
、
彼

ら
は
教
会
お
よ
び
国
王
と
協
力
し
て
伯
と
敵
対
関
係
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
伯
の
所
領
は
国
王
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
、
伯
は
和
約
以
前
の
状

態
、
即
ち
破
門
な
ら
び
に
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
以
降
に
宣
告
さ
れ
た
決
議
（
＝
レ
モ
ン
六
世
・
レ
モ
ン
七
世
父
子
の
破
門
お
よ
び
ト
ゥ
ー
ル
ー

ズ
伯
位
の
否
定
）
の
下
に
置
か
れ
る
。

　

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
民
そ
の
他
、
上
記
の
伯
に
残
さ
れ
る
べ
き
所
領
の
住
民
の
宣
誓
に
は
、
か
の
地
に
お
い
て
異
端
者
や
異
端
の
同
調
者
、

支
援
者
、
隠
匿
者
そ
の
他
、
異
端
の
事
実
を
も
っ
て
教
会
に
仇
な
す
者
や
破
門
宣
告
を
軽
ん
ず
る
者
に
対
し
て
、
教
会
に
協
力
す
べ
き
こ
と

が
付
け
加
え
ら
れ
、
彼
ら
は
、
こ
れ
ら
全
て
の
者
達
に
対
し
て
国
王
を
助
け
、
か
の
者
達
が
教
会
と
国
王
の
命
を
受
け
容
れ
る
ま
で
は
、
断

固
と
し
て
戦
争
を
も
っ
て
臨
む
こ
と
と
な
る
。
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こ
れ
ら
の
宣
誓
は
、
五
年
毎
に
国
王
の
命
に
よ
っ
て
更
新
さ
れ
る
。

【
§
30
】）

（（（
（

　

以
上
の
全
て
の
条
項
が
果
た
さ
れ
る
べ
く
、
レ
モ
ン
七
世
は
教
会
と
国
王
の
安
全
を
期
し
て
、
国
王
に
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
城
館
を
引
き
渡
し
、

国
王
は
こ
れ
を
一
〇
年
間
保
持
し
、
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
防
備
を
強
化
す
る
。

　

同
様
に
、伯
は
教
会
と
国
王
の
安
全
を
期
し
て
国
王
に
カ
ス
テ
ル
ノ
ー
ダ
リ
と
ラ
ヴ
ォ
ー
ル
の
城
塔
、お
よ
び
モ
ン
キ
ュ
ー
ク
、ペ
ン
ヌ
＝

ダ
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
、
ペ
ン
ヌ
＝
ダ
ジ
ュ
ネ
、
ペ
リ
ュ
ッ
ス
＝
ル
＝
ロ
ッ
ク
の
城
砦
、
さ
ら
に
は
コ
ル
ド
、
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
、
ヴ
ィ
ル
ミ
ュ
ー
ル
の

城
砦
を
明
け
渡
し
、
国
王
が
こ
れ
ら
を
一
〇
年
間
保
持
す
る
。

　

最
初
の
五
年
間
は
、
こ
れ
ら
の
維
持
費
と
し
て
伯
が
ト
ゥ
ー
ル
貨
で
年
間
一
千
五
百
リ
ー
ヴ
ル
を
負
担
（
§
11
に
挙
げ
た
銀
貨
六
千
マ
ル

ク
と
は
別
）
し
、
残
り
の
五
年
間
に
つ
い
て
は
、
国
王
が
こ
れ
ら
の
保
持
を
継
続
す
る
場
合
に
は
、
国
王
が
維
持
費
を
負
担
す
る
。

　

国
王
あ
る
い
は
教
皇
特
使
の
意
向
に
よ
っ
て
は
、
カ
ス
テ
ル
ノ
ー
ダ
リ
と
ラ
ヴ
ォ
ー
ル
の
城
塔
、
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
と
ヴ
ィ
ル
ミ
ュ
ー
ル
の
城

砦
の
四
つ
が
破
壊
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
前
述
の
伯
の
年
間
負
担
額
で
あ
る
ト
ゥ
ー
ル
貨
で
年
間
一
千
五
百
リ
ー
ヴ
ル
は
減
額
さ
れ

な
い
。

　

こ
れ
ら
の
城
砦
か
ら
の
収
益
と
そ
の
領
主
権
に
基
づ
い
て
徴
収
さ
れ
る
一
切
は
伯
に
帰
属
し
、
国
王
が
保
持
す
る
上
記
城
砦
の
維
持
費
は
、

こ
れ
に
よ
っ
て
工
面
さ
れ
る
。

　

伯
は
教
会
と
国
王
の
双
方
か
ら
嫌
疑
を
抱
か
れ
て
い
な
い
人
物
を
徴
税
官
と
し
て
任
命
し
、
か
の
地
に
お
け
る
裁
判
と
収
益
・
税
の
徴
収

に
当
た
ら
せ
る
。

【
§
31
】）

（（（
（

　

レ
モ
ン
七
世
は
ペ
ン
ヌ
＝
ダ
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
の
城
砦
に
つ
い
て
も
、
他
の
城
砦
と
共
に
一
〇
年
間
の
国
王
の
保
持
に
帰
す
べ
く
、
来
る
八
月

一
日
に
こ
れ
を
国
王
に
引
き
渡
す
。

　

当
該
城
砦
を
期
日
ま
で
に
引
き
渡
せ
な
い
場
合
、
伯
は
こ
れ
を
包
囲
し
、
攻
め
落
と
す
ま
で
断
固
戦
争
を
継
続
し
、
城
主
と
の
和
約
や
休

戦
に
は
一
切
応
じ
な
い
が
、
上
記
の
十
字
軍
遠
征
に
は
遅
滞
な
く
従
軍
す
る
。
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か
く
し
て
、
八
月
一
日
か
ら
一
年
以
内
に
伯
が
当
該
城
砦
を
国
王
に
引
き
渡
し
た
場
合
、
国
王
は
他
の
城
砦
と
同
じ
条
件
で
こ
れ
を
保
持

し
、
他
の
城
砦
を
伯
に
返
還
す
る
際
に
は
、
同
じ
く
返
還
を
受
け
る
。
ま
た
、
一
年
を
経
過
し
て
も
当
該
城
砦
を
国
王
に
引
き
渡
せ
な
い
場

合
に
は
、
国
王
の
近
臣
た
る
諸
権
を
除
き
、
聖
堂
騎
士
団
や
病
院
騎
士
団
と
い
っ
た
修
道
騎
士
団
へ
永
久
に
こ
れ
を
寄
進
す
る
。
こ
れ
ら
の

修
道
騎
士
団
は
、
教
皇
特
使
や
ロ
ー
マ
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
意
向
に
従
っ
て
、
以
上
の
条
件
の
下
に
当
該
城
砦
を
保
持
す
る
が
、
こ
れ
を

譲
渡
す
る
こ
と
も
、
教
会
の
命
令
な
し
に
伯
の
た
め
の
戦
争
に
役
立
て
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　

な
お
、
当
該
城
砦
を
保
有
し
た
い
と
い
う
修
道
騎
士
団
が
な
い
場
合
に
は
、
完
全
に
取
り
壊
さ
れ
、
教
会
と
国
王
、
そ
し
て
伯
自
身
の
同

意
な
し
に
、
こ
れ
を
再
建
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

上
記
の
よ
う
に
、
国
王
、
聖
堂
騎
士
団
、
病
院
騎
士
団
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
修
道
騎
士
団
に
、
伯
が
当
該
城
砦
を
引
き
渡
す
ま
で
は
、

国
王
は
ペ
ン
ヌ
＝
ダ
ジ
ュ
ネ
の
城
砦
と
ナ
ル
ボ
ネ
城
館
を
担
保
に
取
る
。
一
〇
年
以
内
に
当
該
城
砦
を
聖
堂
騎
士
団
、
病
院
騎
士
団
、
あ
る

い
は
そ
の
他
の
修
道
騎
士
団
に
引
き
渡
し
た
場
合
、
国
王
は
引
き
渡
し
ま
で
に
か
か
っ
た
遅
延
期
間
分
の
諸
経
費
を
上
記
の
二
城
か
ら
差
し

引
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
一
〇
年
以
内
に
当
該
城
砦
を
引
き
渡
せ
な
い
場
合
に
は
、
国
王
は
当
該
城
砦
の
引
き
渡
し
ま
で
、
引
き
続
き

上
記
の
二
城
を
保
持
す
る
。

【
§
32
】）

（（（
（

　

国
王
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
民
お
よ
び
伯
に
残
さ
れ
る
べ
き
所
領
の
住
民
に
対
し
、
彼
ら
が
レ
モ
ン
六
世
お
よ
び
レ
モ
ン
七
世
の
権
力
に

身
を
委
ね
た
が
た
め
に
、
ル
イ
九
世
や
ル
イ
八
世
お
よ
び
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
伯
父
子
に
負
っ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
義
務
を
免
除
し
、
ル
イ
九
世
や

ル
イ
八
世
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
を
は
じ
め
と
す
る
高
位
聖
職
者
、
そ
し
て
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
伯
父
子
に
よ
っ
て
科
せ
ら
れ
る
筈
で
あ
っ
た
あ

ら
ゆ
る
刑
罰
を
赦
免
す
る
。

　

彼
ら
は
、
上
記
の
諸
条
件
を
除
い
て
は
、
当
該
事
項
に
関
す
る
宣
誓
の
義
務
か
ら
も
解
放
さ
れ
る
。

　　

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
項
目
は
内
容
毎
に
、
①
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の
護
持
に
関
す
る
条
項
・
②
所
領
お
よ
び
相
続
に
関
す
る
条
項
・

③
封
建
関
係
お
よ
び
赦
免
に
関
す
る
条
項
・
④
軍
事
条
項
・
⑤
財
政
負
担
に
関
す
る
条
項
、
の
五
つ
の
範
疇
に
分
類
で
き
、
そ
の
内
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訳
は
次
の
よ
う
に
な
る）（（（
（

。

　

①
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の
護
持
に
関
す
る
条
項

　

‐
§
２
、
§
３
、
§
５
、
§
６
、
§
７
、
§
８
、
§
14
、
§
21
。

②
所
領
の
帰
属
お
よ
び
相
続
に
関
す
る
条
項

　

‐（
所
領
の
帰
属
）
§
16
、
§
17
、
§
18
、
§
23
、
§
24；

（
相
続
）
§
16
お
よ
び
§
19
。

③
封
建
関
係
お
よ
び
赦
免
に
関
す
る
条
項

　

‐（
封
建
関
係
）
§
１
、
§
４
、
§
20
、
§
21
、
§
22
、
§
26
、
§
28
、
§
29；

（
赦
免
）
§
15
、
§
25
、
§
32
。

④
軍
事
条
項

　

‐
§
27
、
§
30
、
§
31
。

⑤
財
政
負
担
に
関
す
る
条
項

　

‐
§
９
、
§
10
、
§
11
、
§
12
、
§
13
。

　
　（
三
）　
和
約
締
結
後
の
経
過

　

さ
ら
に
『
年
代
記
』
の
記
述）（（（
（

に
よ
れ
ば
、
パ
リ
和
約
に
関
す
る
次
の
三
条
項
、
①
カ
ル
カ
ッ
ソ
ン
ヌ
に
お
け
る
伯
女
ジ
ャ
ン
ヌ
（
当

時
九
歳
）
の
国
王
親
任
官
へ
の
引
き
渡
し
・
②
五
城
砦
（
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
城
館
、
ペ
ン
ヌ
、
ペ
リ
ュ
ッ
ス
＝
ル
＝
ロ
ッ
ク
、
コ
ル
ド
、
ヴ
ェ

ル
ダ
ン
）
の
明
け
渡
し
・
③
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
壁
五
〇
〇
ト
ワ
ー
ズ
の
破
壊
と
同
じ
く
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
城
館
の
濠
五
〇
〇
ト
ワ
ー
ズ
の

埋
め
立
て
、
の
履
行
を
先
ず
担
保
す
べ
く
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
が
進
ん
で
パ
リ
の
ル
ー
ヴ
ル
監
獄
に
人
質
と
し
て
留

ま
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
パ
リ
和
約
の
締
結
後
は
、
こ
う
し
た
和
約
の
遵
守
を
保
証
す
る
た
め
の
伯
に
よ
る
担
保
の
提
供
や
一
部
履
行
、

王
権
に
よ
る
履
行
の
強
制
、
和
約
の
遵
守
に
対
す
る
返
礼
が
、
一
二
二
九
年
六
月
ま
で
の
ご
く
短
期
間
で
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。
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そ
こ
で
以
下
で
は
、
現
存
す
る
証
書
史
料
に
基
づ
い
て
一
連
の
経
過
を
再
構
成
し
て
行
く
こ
と
で
、
パ
リ
和
約
の
実
効
性
を
確
保

す
べ
く
、
当
事
者
間
で
な
さ
れ
た
や
り
と
り
の
模
様
を
辿
っ
て
み
た
い
。

　

１　

王
権
に
よ
る
履
行
の
強
制

　
【
一
二
二
九
年
四
月
付
の
開
封
王
状
】（A

A
5/6

））
（（（
（

　

一
二
二
九
年
四
月
一
二
日
の
パ
リ
和
約
締
結
を
受
け
て
、
王
権
は
十
字
軍
の
再
開
を
匂
わ
せ
る
脅
迫
め
い
た
文
書
を
重
ね
て
提
示
す
る
こ

と
で
、
レ
モ
ン
七
世
に
和
約
の
履
行
を
迫
っ
て
お
り）

（（（
（

、
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

・
教
会
と
国
王
の
命
に
よ
り
パ
リ
に
や
っ
て
来
た
、
故
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
の
息
子
（
＝
レ
モ
ン
七
世
）
の
臣
従
礼
は
、
和
約
の
諸

条
項
の
遵
守
を
条
件
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
。

・
和
約
を
違
え
た
場
合
に
は
、
レ
モ
ン
七
世
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い
て
、
か
の
者
は
臣
従
礼
の
受
け
容
れ
以
前
の
状
態
に
戻
さ
れ
、
臣
従

礼
自
体
が
取
り
消
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
戦
争
に
加
え
て
、
和
約
に
お
い
て
レ
モ
ン
七
世
に
認
め
ら
れ
た
所
領
の
占
領
も
再
開
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。

・
今
後
一
〇
年
の
間
に
、
レ
モ
ン
七
世
が
教
会
に
対
す
る
義
務
を
怠
っ
て
そ
の
完
遂
を
拒
否
し
て
教
会
に
損
害
を
与
え
、
さ
ら
に
四
〇
日

間
の
催
告
期
間
を
徒
過
し
た
場
合
に
は
、
国
王
が
二
ヵ
月
以
内
の
損
害
の
塡
補
を
伯
に
強
制
し
、
さ
ら
に
臣
従
の
証
と
し
て
国
王
の
手

元
に
置
か
れ
た
城
塞
が
、
そ
れ
ら
か
ら
上
が
る
収
入
と
共
に
教
会
に
引
き
渡
さ
れ
、
当
該
義
務
が
完
遂
さ
れ
、
損
害
が
塡
補
さ
れ
た
後

に
国
王
へ
と
戻
さ
れ
る
。

・
一
〇
年
後
、
レ
モ
ン
七
世
が
自
ら
の
義
務
を
怠
り
、
そ
の
所
領
が
国
王
の
支
配
下
に
入
っ
た
際
に
は
、
国
王
は
教
会
が
か
つ
て
奪
わ
れ

た
あ
ら
ゆ
る
財
産
と
権
利
を
返
還
す
る
。

【
一
二
二
九
年
四
月
（
一
五
日
～
三
〇
日
）
付
の
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
伯
ア
モ
ー
リ
に
よ
る
証
書
】）

（（（
（

　

こ
う
し
た
王
権
の
動
き
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
ア
ル
ビ
十
字
軍
の
立
役
者
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
伯
シ
モ
ン
の
息
子
ア
モ
ー
リ
は
、
以
下

を
内
容
と
す
る
証
書
を
作
成
し
て
い
る
。



46

法学研究 85 巻 11 号（2012：11）

・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
伯
ア
モ
ー
リ
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
と
ベ
ジ
エ
副
伯
領
お
よ
び
ア
ル
ビ
一
帯
の
征
服
地
に
お
い
て
有
す
る
諸
権
利
を
、

フ
ラ
ン
ス
国
王
ル
イ
九
世
と
そ
の
末
代
ま
で
の
相
続
人
に
、
自
ら
進
ん
で
完
全
に
譲
渡
す
る
。

・
こ
れ
は
、
ル
イ
九
世
と
レ
モ
ン
七
世
の
間
で
取
り
結
ば
れ
た
パ
リ
和
約
と
、
そ
の
後
に
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
国
王
と
当
地
の
他
の
諸

侯
と
の
間
の
和
約
を
受
け
て
の
も
の
で
は
な
い
。

・
ル
イ
九
世
は
、
こ
の
譲
渡
に
対
す
る
見
返
り
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
く
、
今
後
そ
の
働
き
に
見
合
っ
た
褒
賞
を
与
え
れ
ば
良
い
。

　

モ
ン
フ
ォ
ー
ル
伯
父
子
が
、
第
四
回
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
で
の
決
定）

（（（
（

に
基
づ
い
て
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
の
旧
領
に
有
す
る
征
服
地
の
全
権
を

フ
ラ
ン
ス
国
王
に
移
譲
す
る
こ
と
を
認
め
る
当
証
書
は
、
パ
リ
和
約
と
は
無
関
係
、
か
つ
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
伯
ア
モ
ー
リ
の
自
発
的
意
思
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は
、
後
々
想
定
さ
れ
得
る
レ
モ
ン
七
世
に
よ
る
旧
領
回
復
を
阻
止
す
る
た
め
の

布
石
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
く
、
和
約
の
履
行
を
迫
る
王
権
の
意
向
を
汲
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　　

２　

伯
に
よ
る
履
行
の
保
証

　

続
く
『
年
代
記
』
の
記
述）（（（
（

に
よ
れ
ば
、
レ
モ
ン
七
世
は
パ
リ
和
約
に
関
す
る
三
条
項
の
履
行
を
担
保
す
べ
く
、
自
ら
進
ん
で
人
質

と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
加
え
て
伯
は
、
モ
ー
で
の
和
平
会
談
に
引
き
続
き
パ
リ
に
同
道
し
て
い
た
、
伯
諮
問
会
議
の
構
成
員
と

目
さ
れ
る
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
民
を
人
質
と
し
て
提
供
し
て
い
る
こ
と
が
、
下
記
の
史
料
か
ら
窺
わ
れ
る
。

【
一
二
二
九
年
四
月
付
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
書
状
】）

（（（
（

　

パ
リ
に
お
い
て
レ
モ
ン
七
世
は
、「
か
く
も
親
愛
な
る
従
兄
弟
で
あ
る
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
宮
中
伯
テ
ィ
ボ
ー
の
言
に
従
いper dictum

 
karissim

i consanguinei nostri T
h., Cam

panie et Brie com
itis palatini

」、
パ
リ
和
約
に
定
め
る
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
市
壁
と
ナ
ル

ボ
ン
ヌ
城
館
の
濠
そ
れ
ぞ
れ
五
百
ト
ワ
ー
ズ
（
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
の
破
壊
を
保
証
す
べ
く
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
と
教
皇
特
使
に
、
ギ
ー
・

ド
・
カ
ヴ
ァ
イ
ヨ
ン
以
下
二
〇
名
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
民）

（（（
（

を
人
質
と
し
て
差
し
出
し
、
彼
ら
人
質
は
解
放
さ
れ
次
第
、
即
座
に
現
地
で
上
記
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作
業
の
指
導
に
従
事
す
る
旨
を
宣
誓
す
べ
き
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。

【
一
二
二
九
年
四
月
付
の
開
封
王
状
】（A

A
5/5

））
（（（
（

　

ル
イ
九
世
は
こ
の
伯
の
書
状
を
受
け
て
、
パ
リ
和
約
に
関
す
る
ふ
た
つ
の
条
項
（
①
伯
女
ジ
ャ
ン
ヌ
の
引
き
渡
し
、
②
五
つ
の
城
砦
：
ナ

ル
ボ
ン
ヌ
城
館
、
ペ
ン
ヌ
、
ペ
リ
ュ
ッ
ス
＝
ル
＝
ロ
ッ
ク
、
コ
ル
ド
、
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
の
引
き
渡
し
）
の
履
行
を
担
保
す
べ
く
、
レ
モ
ン
七
世

が
「
自
ら
の
要
請
と
意
思
に
基
づ
い
てad petitionem

 suam
 et de propria ipsius voluntate

」
人
質
と
な
り
、
パ
リ
の
ル
ー
ヴ
ル
監

獄
に
再
び
収
監
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
壁
五
百
ト
ワ
ー
ズ
の
破
壊
と
同
じ
く
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
城
館
の
濠
五
百
ト
ワ
ー
ズ
の

埋
め
立
て
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
、
一
〇
名
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
民
が
人
質
と
し
て
差
し
出
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
人
質
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ

市
壁
の
破
壊
と
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
城
館
の
濠
の
埋
め
立
て
の
完
了
が
国
王
と
教
皇
特
使
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
次
第
、
解
放
さ
れ
る
旨
を
宣
言
し
て

い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
伯
が
自
ら
進
ん
で
人
質
と
な
る
代
わ
り
に
、
そ
の
他
の
人
質
の
数
が
二
〇
名
か
ら
一
〇
名
に
半
減
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ

き
、「（
伯
は
）
自
ら
の
意
思
で
、
パ
リ
に
あ
る
国
王
の
監
獄
に
留
ま
っ
て
い
たde voluntate propria rem

anserat in prisone regis 
Parisius

」
と
い
う
『
年
代
記
』
の
記
述
か
ら
も
、
当
証
書
に
お
け
る
「
自
ら
の
要
請
と
意
思
に
基
づ
い
て
」
と
い
う
文
句
は
、
単
な
る
定

型
句
で
は
な
く
、
レ
モ
ン
七
世
と
王
権
と
の
交
渉
の
痕
跡
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う）

（（（
（

。

　

ま
た
、「
教
皇
特
使
が
［
…
］
城
砦
を
城
砦
を
破
壊
す
べ
く
当
地
に
派
遣
し
た
、
寛
大
さ
を
弁
え
た
無
数
の
十
字
軍
士
た
ち
は
、

和
平
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
武
器
を
携
え
て
遣
っ
て
来
た
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
『
年
代
記
』
の
記
述）（（（
（

か
ら
は
、
程
な

く
し
て
一
連
の
武
装
解
除
の
た
め
の
破
壊
を
担
当
す
る
軍
隊
が
、
教
皇
特
使
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
か
く
し
て
、

ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
人
々
に
対
す
る
ア
ル
ビ
十
字
軍
の
圧
力
が
維
持
さ
れ
、
さ
ら
に
戦
争
再
開
へ
の
脅
威
に
よ
っ
て
、
和
約
の
遵
守
が

物
心
両
面
で
一
層
促
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
パ
リ
和
約
（
§
26
お
よ
び
§
28
）
に
基
づ
い
て
、
和
約
を
良
し
と
せ
ず
執
拗
に
抵
抗
を
続
け
る
フ
ォ
ワ
伯
に
和
約
遵
守
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の
宣
誓
を
さ
せ
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
レ
モ
ン
七
世
は
、
一
二
二
九
年
四
月
二
五
日
付
で
獄
中
か
ら
以
下
の
書
状
を
フ
ォ
ワ
伯
に
書
き

送
っ
て
い
る
。

　
【
一
二
二
九
年
四
月
二
五
日
付
の
フ
ォ
ワ
伯
宛
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
書
状
】）

（（（
（

　

当
書
状
に
お
い
て
レ
モ
ン
七
世
は
、「
自
分
は
サ
ン
＝
タ
ン
ジ
ェ
ロ
助
祭
枢
機
卿
ロ
マ
ヌ
ス
教
皇
特
使
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
国
王
と
会
談
す

べ
く
、
フ
ラ
ン
ス
の
地
に
や
っ
て
来
た
が
、（
和
約
を
め
ぐ
っ
て
は
）
以
前
フ
ォ
ワ
伯
に
見
せ
た
、
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
そ
の
他
の
友
人
の

助
言
に
基
づ
い
た
も
の
（
＝
モ
ー
和
約
）
の
形
式
か
ら
は
、
全
く
か
け
離
れ
て
し
ま
っ
たex toto recessim

us

。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
国

王
と
教
皇
特
使
の
意
向
、
そ
し
て
神
の
恩
寵
に
従
い
、
望
み
得
る
最
良
の
和
約
を
得
た
」
と
し
て
、
無
駄
な
抵
抗
を
続
け
る
よ
り
も
、
教
会

と
王
権
と
の
和
約
に
応
じ
た
方
が
良
い
と
フ
ォ
ワ
伯
の
説
得
を
試
み
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
レ
モ
ン
七
世
が
い
わ
ば
調
停
役
と
し
て
、
フ
ォ
ワ
伯
ロ
ジ
ェ
＝
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
ロ
ー
マ
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
フ

ラ
ン
ス
王
権
へ
の
恭
順
を
促
す
書
状
を
書
き
送
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
裏
を
返
せ
ば
当
の
レ
モ
ン
七
世
に
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯

と
し
て
の
フ
ォ
ワ
伯
に
対
す
る
上
級
領
主
権
が
従
前
通
り
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
南
仏
諸
侯
に
対
す
る
サ
ン
＝

ジ
ル
家
系
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
の
威
光
と
い
う
も
の
が
、
未
だ
健
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

３　

和
約
の
遵
守
に
対
す
る
返
礼

　

こ
れ
ら
所
期
の
諸
条
項
が
満
た
さ
れ
こ
と
を
も
っ
て
、
レ
モ
ン
七
世
は
釈
放
さ
れ
、「（
一
二
二
九
年
の
）
聖
霊
降
臨
祭
（
＝
六
月

三
日
）
に
、
伯
は
国
王
に
よ
っ
て
騎
士
に
叙
任
さ
れ
た
。
和
約
に
定
め
ら
れ
た
条
項
は
す
ぐ
に
遂
行
さ
れ
、
か
の
者
（
＝
伯
）
は
祖

国
に
帰
還
し
た
」
と
い
う
『
年
代
記
』
の
記
述）（（（
（

に
よ
れ
ば
、
王
権
は
レ
モ
ン
七
世
を
騎
士
に
叙
す
る
と
い
う
破
格
の
恩
恵
を
与
え
て

い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
に
先
立
つ
三
年
前
の
一
二
二
六
年
一
一
月
、
ラ
ン
ス
で
の
戴
冠
式
に
向
か
う
途
上
の
ソ
ワ
ソ
ン
に
お
い

て
、
わ
ず
か
一
二
歳
で
慌
た
だ
し
く
騎
士
に
叙
せ
ら
れ
た
ル
イ
九
世
に
と
っ
て）（（（
（

、
そ
れ
は
十
全
た
る
騎
士
王
と
し
て
の
姿
を
顕
示
す
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る
好
機
で
あ
っ
た）（（（
（

ば
か
り
で
な
く
、
騎
士
叙
任
儀
礼
の
準
秘
蹟
的
神
話
作
用
と
参
入
儀
礼
的
・
戦
士
的
な
典
礼
を
通
し
て
、
国
王
自

身
が
レ
モ
ン
七
世
を
側
近
の
序
列
の
中
に
迎
え
入
れ
る
こ
と
は
、
先
の
和
約
締
結
に
際
し
て
伯
に
加
え
ら
れ
た
恥
辱
を
埋
め
合
わ
せ

る
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た）（（（
（

。

　

か
く
し
て
、
騎
士
と
し
て
再
び
王
の
廷
臣
の
列
に
迎
え
ら
れ
た
レ
モ
ン
七
世
は
、
一
二
二
九
年
六
月
に
ロ
リ
ス
と
モ
レ
で
開
催
さ

れ
た
国
王
顧
問
会
議
へ
の
出
席
が
許
さ
れ
、
ロ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
教
皇
特
使
と
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
を
調
停
役
に
立
て
、
モ
ー
和

約
（
§
４
）
と
パ
リ
和
約
（
§
18
）
に
基
づ
い
て
伯
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
、
カ
オ
ー
ル
と
サ
ン
＝
タ
ン
ト
ナ
ン
の
領
有
権
）
（（（
（

を
め
ぐ
っ

て
王
権
と
交
渉
を
行
い
、
以
下
の
成
果
を
上
げ
て
い
る
。

【
一
二
二
九
年
六
月
付
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
証
書
】）

（（（
（

　

和
約
に
よ
っ
て
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
、
都
市
サ
ン
＝
タ
ン
ト
ナ
ン
、
都
市
カ
オ
ー
ル
、
そ
の
他
の
封
に
つ
い
て
は
、
伯

が
和
約
の
履
行
を
担
保
す
る
た
め
に
差
し
出
し
た
城
砦
を
維
持
す
べ
く
、
今
後
五
年
間
伯
が
毎
年
負
担
す
べ
き
ト
ゥ
ー
ル
貨
一
千
五
百
リ
ー

ヴ
ル
を
放
棄
す
る
代
わ
り
に
、
国
王
が
こ
れ
を
保
持
す
る
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
レ
モ
ン
七
世
は
サ
ン
＝
タ
ン
ト
ナ
ン
と
カ
オ
ー
ル
の
領
有
権
こ
そ
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
今
後
五
年
間
で

総
額
七
千
五
百
リ
ー
ヴ
ル
も
の
負
担
金
（
＝
和
約
履
行
の
担
保
：
パ
リ
和
約
§
30
）
の
免
除
と
い
う
、
王
権
か
ら
の
譲
歩
な
い
し
補
償

を
勝
ち
取
っ
た
。
さ
ら
に
、
モ
レ
に
お
い
て
は
、
錯
綜
し
た
ミ
ロ
ー
副
伯
領
の
領
有
権
問
題
に
も
決
着
を
付
け
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
ミ
ロ
ー
副
伯
領
は
、
一
二
〇
四
年
四
月
に
ア
ラ
ゴ
ン
王
ペ
ド
ロ
二
世
が
、
モ
ギ
オ
貨
で
一
五
万
ソ
ル
（
＝
銀
貨
三
千
マ

ル
ク
）
の
融
資
の
担
保
と
し
て
、
ジ
ェ
ヴ
ォ
ー
ダ
ン
副
伯
領
と
共
に
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
六
世
に
領
主
権
を
認
め
た
も
の
で
あ

る
が）（（（
（

、
そ
の
後
、
ジ
ェ
ヴ
ォ
ー
ダ
ン
副
伯
領
は
、
ル
イ
八
世
に
よ
っ
て
ベ
ロ
ー
・
ド
・
メ
ル
ク
ー
ル
に
与
え
ら
れ
、
ル
イ
八
世
死
後



50

法学研究 85 巻 11 号（2012：11）

ベ
ロ
ー
は
ル
イ
九
世
に
臣
従
礼
を
行
っ
て
お
り
、
他
方
の
ミ
ロ
ー
副
伯
領
に
つ
い
て
は
、
パ
リ
和
約
（
§
17
）
に
よ
っ
て
レ
モ
ン
七

世
に
領
有
権
が
認
め
ら
れ
た
、
ロ
デ
ズ
司
教
領
の
一
部
と
な
っ
て
い
た）（（（
（

。
こ
う
し
た
状
況
を
是
正
す
べ
く
、
ル
イ
九
世
は
ル
エ
ル
グ

地
方
の
封
建
諸
侯
に
通
達
を
出
し
、
レ
モ
ン
七
世
へ
の
臣
従
礼
を
命
じ
た
の
を
受
け
て
、
レ
モ
ン
七
世
も
ミ
ロ
ー
副
伯
領
の
領
有
権

を
証
書
に
よ
っ
て
公
示
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
【
一
二
二
九
年
六
月
付
の
ル
イ
九
世
に
よ
る
ル
エ
ル
グ
諸
侯
宛
通
達
】）

（（（
（

　

フ
ラ
ン
ス
国
王
ル
イ
九
世
は
、
か
つ
て
父
王
（
ル
イ
八
世
）
に
臣
従
礼
を
捧
げ
、
忠
誠
を
誓
っ
た
ロ
デ
ズ
司
教
区
内
（
ル
エ
ル
グ
地
方
）

の
封
建
諸
侯
に
対
し
、
パ
リ
和
約
の
内
容
を
侵
害
し
な
い
範
囲
で
、
そ
れ
ら
の
義
務
を
免
除
す
る
と
共
に
、
親
愛
な
る
従
兄
弟
に
し
て
封
臣

た
る
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
に
臣
従
礼
を
捧
げ
、
忠
誠
を
誓
う
よ
う
命
ず
る
。

【
一
二
二
九
年
六
月
付
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
証
書
】）

（（（
（

　

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
は
、
以
上
の
通
達
を
受
け
、
ロ
デ
ズ
司
教
区
内
の
ミ
ロ
ー
副
伯
領
と
そ
の
属
領
が
全
て
国
王
か
ら
返
還
さ

れ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
返
還
に
異
を
唱
え
る
者
に
対
し
て
は
、
た
と
え
そ
れ
が
誰
で
あ
っ
て
も
、
国
王
の
法
廷
で
そ
の
裁
定
を
仰
ぐ
べ
き

こ
と
を
約
す
。

　

こ
の
レ
モ
ン
七
世
の
証
書
は
、
先
の
ペ
ド
ロ
二
世
の
息
子
で
あ
る
、
ア
ラ
ゴ
ン
王
ハ
イ
メ
一
世
に
よ
る
領
有
権
主
張
の
牽
制
を
第

一
義
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
が
廷
臣
た
る
大
諸
侯
と
し
て
王
権
と
渡
り
合
い
、
確
約

を
引
き
出
し
て
い
る
様
が
看
取
さ
れ
る
。
即
ち
、
王
権
は
和
約
の
履
行
を
レ
モ
ン
七
世
に
迫
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
誠
実
に
履
行
さ

れ
た
分
に
つ
い
て
は
返
礼
を
も
っ
て
報
い
る
、
あ
る
い
は
レ
モ
ン
七
世
の
側
で
も
、
自
ら
の
義
務
を
果
た
し
た
分
に
つ
い
て
は
、
和

約
に
定
め
ら
れ
た
王
権
方
の
義
務
の
履
行
を
迫
る
と
い
う
、
互
酬
性
の
図
式
こ
そ
が
、
事
態
の
推
移
を
導
く
鍵
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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そ
こ
で
は
、
君
臣
関
係
に
お
け
る
「
友
愛
」
が
強
調
さ
れ）（（（
（

、
騎
士
と
し
て
互
い
の
「
名
誉
」
を
重
ん
じ
る
べ
く
、
相
互
の
義
務
が
果

た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　（
四
）　
小
　
括

　

１　

モ
ー
和
約
と
の
比
較

　

か
く
し
て
、
教
皇
特
使
ロ
マ
ヌ
ス
の
主
導
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
目
さ
れ
る
パ
リ
和
約
は）（（（
（

、
ヴ
ェ
セ
ッ
ト
師
や
ベ
ル
ペ
ロ
ン
に

代
表
さ
れ
る
古
典
的
見
解）（（（
（

と
は
異
な
っ
て
、
相
当
程
度
変
更
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
レ
モ
ン
七
世
を
し
て
「
全
く
か
け
離
れ
た
も
の

ex toto recessim
us

」
と
言
わ
し
め
た
こ
と
は
、
先
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る）（（（
（

。
先
の
『
年
代
記
』
に
お
い
て
は
、
①
自
治
都
市

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
お
よ
び
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
領
の
領
有
が
レ
モ
ン
七
世
の
一
代
限
り
で
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
伯
女
と
王
弟
の
間
の

子
孫
以
外
、
そ
の
相
続
権
の
一
切
を
否
定
さ
れ
た
こ
と
（
§
16
お
よ
び
§
19
）・
②
贖
罪
と
し
て
五
年
間
十
字
軍
遠
征
に
参
加
す
る

こ
と
（
§
14
）・
③
銀
貨
二
万
七
千
マ
ル
ク
の
支
払
い
（
§
９
～
§
13
お
よ
び
§
30
）・
④
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
領
を
除
く
、
東
部
の

プ
ロ
ヴ
ァ
ン
侯
領
に
至
る
全
て
の
所
領
が
国
王
と
教
会
の
手
に
落
ち
た
こ
と
（
§
16
～
§
18
、
§
21
、
§
23
お
よ
び
§
24
）、
の
四
点

が
、
パ
リ
和
約
に
顕
著
な
条
項
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が）（（（
（

、
就
中
ロ
ク
ベ
ー
ル
の
分
析
に
言
う
「
所
領
の
帰
属
お
よ
び
相
続
に
関

す
る
条
項
」（
①
・
④
）
お
よ
び
「
財
政
負
担
に
関
す
る
条
項
」（
③
）
は
、
モ
ー
和
約
と
の
差
異
を
際
立
た
せ
る
も
の
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

　

⑴　

所
領
の
帰
属
お
よ
び
相
続
に
関
す
る
条
項

　

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
パ
リ
和
約
を
見
直
す
と
、
そ
の
冒
頭
か
ら
顕
著
な
差
異
が
見
ら
れ
る
。
モ
ー
和
約
に
お
い
て
は
、
サ
ン
＝

ジ
ル
家
の
慣
わ
し
通
り
「
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
公
・
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
・
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
侯
」
か
ら
な
る
三
称
号）（（（
（

を
冠
せ
ら
れ
て
い
た
レ

モ
ン
七
世
は
、
パ
リ
和
約
で
は
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
」
の
称
号
の
み
と
な
っ
て
お
り）（（（
（

、
も
は
や
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
公
領
と
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
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侯
領
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
ベ
ル
ペ
ロ
ン
に
よ
れ
ば
、
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
公
の
称
号
は
そ
も
そ
も
実
態
の
伴
わ
な

い
名
目
上
の
も
の
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
称
号
の
喪
失
は
レ
モ
ン
七
世
に
と
っ
て
さ
ほ
ど
の
重
要
性
は
な
か
っ
た
が
、
東
部
の

プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
侯
領
を
失
っ
た
こ
と
は
、
大
き
な
痛
手
で
あ
っ
た）（（（
（

。
そ
れ
は
、
単
に
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
か
ら
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
に
ま
た
が

る
一
大
国
家État provenço-languedocien

な
る
夢
の
瓦
解
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ロ
ー
ヌ
下
流
域
の
都
市
と
港
を
失
っ
た
こ
と
に

よ
る
深
刻
な
経
済
的
打
撃
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り）（（（
（

、
か
く
て
パ
リ
和
約
以
降
の
レ
モ
ン
七
世
は
、
こ
の
東
部
旧
領
の
回
復
を
画
策

す
る
こ
と
と
な
る）（（（
（

。

　

こ
れ
に
続
く
所
領
に
関
す
る
条
項
（
§
16
～
§
18
、
§
23
お
よ
び
§
24
）
は
、
基
本
的
に
モ
ー
和
約
に
含
ま
れ
て
い
る
事
項
に
留

ま
り
、
レ
モ
ン
七
世
に
は
往
時
の
約
半
分
の
所
領
（
レ
ヴ
ィ
ス
元
帥
領
を
除
く
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
区
・
ア
ジ
ャ
ン
司
教
区
・
司
教
都
市

カ
オ
ー
ル
と
フ
ィ
リ
ッ
プ
尊
厳
王
の
旧
領
を
除
く
カ
オ
ー
ル
司
教
区
・
ロ
デ
ズ
司
教
区
・
ア
ル
ビ
司
教
区
の
タ
ル
ヌ
右
岸
）
が
認
め
ら
れ
て

い
る
が
、
王
領
に
併
合
さ
れ
、
後
のpartes A

lbienses

（
ボ
ー
ケ
ー
ル
＝
ニ
ー
ム
総
代
官
区
お
よ
び
カ
ル
カ
ッ
ソ
ン
ヌ
＝
ベ
ジ
エ
総
代
官

区
）
を
構
成
す
る
各
副
伯
領
は
、
従
前
よ
り
伯
の
封
臣
た
る
ト
ラ
ン
カ
ヴ
ェ
ル
家
の
所
領
と
な
っ
て
お
り）（（（
（

、
レ
モ
ン
七
世
が
喪
失
し

た
所
領
は
、
実
質
上
往
時
の
半
分
に
満
た
な
い
と
言
え
る
。
こ
の
点
、「
一
二
二
九
年
の
パ
リ
和
約
に
よ
っ
て
、
ル
イ
九
世
は
ラ
ン

グ
ド
ッ
ク
の
直
轄
領
・
間
接
領
の
三
分
の
二
以
上
を
王
領
に
併
合
し
た
」
と
し
て
、
レ
モ
ン
七
世
の
屈
服
を
強
調
す
る
ヴ
ェ
セ
ッ
ト

師
に
代
表
さ
れ
る
古
典
的
見
解）（（（
（

は
、
大
き
く
相
対
化
さ
れ
よ
う
。

　

か
く
し
て
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
位
を
回
復
し
、
何
と
か
所
領
の
半
分
を
確
保
し
た
レ
モ
ン
七
世
で
あ
っ
た
が
、
パ
リ
和
約
の
相
続

条
項
（
§
16
お
よ
び
§
19
）
に
よ
り
、
サ
ン
＝
ジ
ル
家
系
存
続
の
期
待
は
完
全
に
打
ち
砕
か
れ
た
。
先
の
モ
ー
和
約
（
§
１
）
に
よ

れ
ば
、
伯
女
ジ
ャ
ン
ヌ
が
子
に
恵
ま
れ
な
い
ま
ま
レ
モ
ン
七
世
よ
り
も
先
に
死
亡
し
、
さ
ら
に
レ
モ
ン
七
世
に
正
当
な
婚
姻
か
ら
生

ま
れ
た
息
子
や
娘
が
い
る
場
合
に
限
り
、
サ
ン
＝
ジ
ル
家
系
に
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
位
と
所
領
を
つ
な
ぐ
望
み
が
残
さ
れ
て
い
た
が
、

パ
リ
和
約
に
お
い
て
は
、
想
定
さ
れ
得
る
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
の
継
承
か
ら
レ
モ
ン
七
世
の
子
孫
は
排
除
さ
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れ
、
伯
女
ジ
ャ
ン
ヌ
を
介
し
て
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
が
カ
ペ
ー
王
家
に
帰
す
る
よ
う
、
周
到
に
画
策
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
サ
ン
＝
ジ
ル
家
に
お
い
て
も
相
続
慣
習
法
で
あ
っ
た
と
目
さ
れ
る
サ
リ
カ
法
に
よ
れ
ば）（（（
（

、
長
男
に
よ
る
単
独
相
続

が
原
則
で
あ
る
が
、
モ
ー
和
約
お
よ
び
パ
リ
和
約
に
お
い
て
初
め
て
女
子
が
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
を
相
続
し
、
こ
れ
を
子
孫
に
伝
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
例
外
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
伯
女
ジ
ャ
ン
ヌ
の
婚
姻
は
、
ル
イ
九
世
か
ら
レ
モ
ン
七
世
へ
の

「
恩
恵gratia
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
即
ち
、
王
弟
の
義
父
と
な
る
べ
き
レ
モ
ン
七
世
に
旧
領
の
用
益
権
を
残
す
と
い
う
口
実
の
下

に
、
古
来
の
相
続
慣
習
法
が
王
権
の
意
向
に
沿
う
形
に
改
変
さ
れ
て
お
り
、
国
王
が
恩
恵
と
し
て
サ
リ
カ
法
の
例
外
を
認
め
る
こ
と

に
よ
り
、
将
来
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
を
確
実
に
カ
ペ
ー
王
家
の
手
中
に
収
め
る
た
め
の
布
石
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
も
っ
て
ベ
ル
ペ

ロ
ン
は
、
パ
リ
和
約
が
締
結
さ
れ
た
一
二
二
九
年
四
月
一
二
日
こ
そ
、
カ
ペ
ー
朝
王
権
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
統
一
の
画
期
で
あ
る
と
す

る
）
（（（
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
パ
リ
和
約
の
相
続
条
項
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
相
続
に
関
す
る
旧
慣
に
従
っ
て
い
つ
で
も
こ
れ
を
覆
せ

る
、
と
の
認
識
を
レ
モ
ン
七
世
に
抱
か
せ
得
る
も
の
で
あ
り
、
実
際
レ
モ
ン
七
世
は
、
自
身
の
矜
持
を
保
つ
た
め
に
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ

伯
領
が
委
譲
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
満
足
せ
ず
、
こ
れ
を
機
に
自
身
の
サ
ン
＝
ジ
ル
家
系
と
所
領
を
維
持
し
た
い
と
考
え
て
い
た

ふ
し
が
見
受
け
ら
れ
る）（（（
（

。
例
え
ば
、
レ
モ
ン
七
世
は
一
二
四
一
年
に
妻
サ
ン
シ
ー
・
ダ
ラ
ゴ
ン
を
離
縁
し
た
後
に
三
度
の
再
婚
を
画

策
し
て
い
る
が）（（（
（

、
こ
れ
は
息
子
に
恵
ま
れ
れ
ば
旧
来
の
慣
習
法
に
従
っ
て
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
が
継
承
さ
れ
、
パ
リ
和
約
の
相
続
条

項
な
ど
取
る
に
足
ら
な
い
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
認
識
が
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
、
一
見
苛
酷
な
相
続
条
項
に
応
じ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

⑵　

財
政
負
担
に
関
す
る
条
項

　

こ
れ
ら
所
領
の
帰
属
お
よ
び
相
続
に
関
す
る
条
項
と
並
び
、
パ
リ
和
約
を
特
徴
付
け
て
い
る
の
が
、
総
額
で
銀
貨
二
万
七
千
マ
ル

ク
に
及
ぶ
莫
大
な
財
政
負
担
条
項
で
あ
る
が
、
そ
の
内
訳
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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・
教
会
へ
の
損
害
賠
償
一
万
マ
ル
ク
（
§
９
）
と
罰
金
四
千
マ
ル
ク
（
§
10
）。

・
城
砦
の
防
衛
強
化
費
用
、
総
額
六
千
マ
ル
ク
（
§
11
）；

但
し
、
こ
れ
に
は
モ
ー
和
約
（
§
12
）
所
定
の
城
砦
維
持
費
、
五
年
間
で
総
額

七
千
五
百
リ
ー
ヴ
ル
（
＝
三
千
マ
ル
ク
）
の
負
担
分
は
含
ま
れ
な
い
（
§
30
）。

・
以
上
、
合
計
二
万
マ
ル
ク
を
四
年
分
割
で
支
払
う
：
年
間
五
千
マ
ル
ク
の
負
担
（
§
12
）。

・
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
大
学
教
員
の
俸
給
、
総
額
四
千
マ
ル
ク
（
§
13
）。

　

か
く
し
て
、
モ
ー
和
約
所
定
の
城
砦
維
持
費
以
外
は
、
全
て
パ
リ
和
約
で
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
レ
モ
ン
七
世
に
は
過

重
な
財
政
負
担
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
ベ
ル
ペ
ロ
ン
に
よ
れ
ば）（（（
（

、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
の
歳
費
は
、
ト
ゥ
ー
ル

貨
で
四
万
～
四
万
五
千
リ
ー
ヴ
ル
（
＝
銀
貨
八
千
～
九
千
マ
ル
ク
）
で
あ
り
、
既
述
の
通
り
二
ヵ
月
後
に
は
、
王
権
か
ら
城
砦
維
持
費

三
千
マ
ル
ク
を
免
除
さ
れ
て
い
る
も
の
の）（（（
（

、
未
だ
二
万
四
千
マ
ル
ク
の
支
払
い
が
残
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
の
歳

費
約
三
年
分
に
相
当
す
る
の
で
あ
る）（（（
（

。
か
よ
う
に
苛
酷
な
財
政
負
担
の
背
景
に
は
、
レ
モ
ン
七
世
に
傭
兵
や
雇
わ
れ
騎
士
を
召
抱
え

る
経
済
的
余
裕
を
失
わ
せ
、
抵
抗
す
る
た
め
の
軍
事
力
を
奪
う
意
図
が
あ
る
が
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
王
権
と
ロ
ー
マ
＝
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
に
は
、
た
と
え
莫
大
な
金
銭
負
担
を
課
し
て
も
、
レ
モ
ン
七
世
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
回
復
の
た
め
の
取
引
に
必
ず
応
じ
る
と

の
目
算
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）（（（
（

。
反
対
に
レ
モ
ン
七
世
か
ら
し
て
も
、
い
わ
ば
買
い
戻
す
形
で
財
政
負
担
条
項
を
飲
ん
で
で
も
、

と
に
か
く
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
位
と
所
領
を
正
当
な
も
の
と
認
め
さ
せ
、
自
身
の
矜
持
を
保
つ
こ
と
が
和
約
の
要
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
ル
イ
九
世
に
よ
り
騎
士
に
叙
任
さ
れ
、
廷
臣
の
列
に
加
え
ら
れ
る
や
、
和
約
履
行
の
返
礼
と
し
て
、
王
権
か
ら
モ
ー
和
約

以
来
の
城
砦
維
持
費
の
免
除
を
取
り
付
け
た）（（（
（

レ
モ
ン
七
世
の
交
渉
手
腕
に
は
、
特
筆
す
べ
き
も
の
が
あ
ろ
う
。

　

２　

パ
リ
和
約
に
お
け
る
締
結
儀
礼
の
意
義

　

こ
の
よ
う
に
、
一
見
苛
酷
な
内
容
を
片
務
的
に
定
め
た
「
強
い
ら
れ
た
和
平patz forsada

」
で
あ
る
と
し
て
、
パ
リ
和
約
を
王
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権
と
教
会
に
対
す
る
レ
モ
ン
七
世
の
屈
従
と
捉
え
る
古
典
的
見
解
に
お
い
て
は
、
パ
リ
和
約
の
締
結
・
認
証
と
共
に
行
わ
れ
た
悔

悛
・
赦
免
の
儀
礼
は
、
教
会
を
媒
介
と
し
た
北
仏
カ
ペ
ー
朝
王
権
の
政
治
的
勝
利
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
以
後
大
諸
侯
の

地
位
の
低
下
を
示
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る）（（（
（

。
現
に
先
の
『
年
代
記
』
に
は
、「
か
つ
て
王
国
随
一
の
権
勢
を
誇
っ
た
ト
ゥ
ー

ル
ー
ズ
伯
が
、
破
門
宣
告
に
悔
悛
を
示
す
罪
人
と
し
て
衣
服
を
剝
ぎ
取
ら
れ
、
肌
着
と
下
穿
き
姿
で
、
裸
足
の
ま
ま
祭
壇
ま
で
引
き

立
て
ら
れ
る
と
い
う
辱
め
を
受
け
る
様
は
、
憐
憫
の
情
を
誘
う
も
の
で
あ
っ
た
」
と
の
記
述）（（（
（

が
見
ら
れ
、
こ
の
点
オ
ル
ダ
ン
ブ
ー
ル

は
、
パ
リ
和
約
に
お
け
る
締
結
儀
礼
を
外
交
上
の
行
為
で
あ
る
の
と
同
時
に
壮
大
な
見
世
物
で
あ
っ
た
と
し
、
レ
モ
ン
七
世
は
和
約

を
批
准
し
に
来
た
領
邦
君
主
で
は
な
く
、
凱
旋
式
で
勝
者
の
乗
る
戦
車
の
後
に
続
く
敗
者
で
あ
り
、
常
に
大
諸
侯
が
辱
め
ら
れ
る
の

を
好
む
大
衆
は
、
レ
モ
ン
七
世
の
姿
に
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
不
倶
戴
天
の
敵
が
、
そ
の
裏
切
り
の
廉
で
厳
し
く
罰
せ
ら
れ
る
様
を
重

ね
合
わ
せ
た
と
見
る）（（（
（

。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
レ
モ
ン
七
世
が
純
粋
な
慈
悲
に
よ
っ
て
情
け
を
か
け
ら
れ
る
だ
け
の
敗
者
と
し
て
儀

礼
に
登
場
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
カ
ペ
ー
朝
王
権
が
神
権
を
自
負
す
る
程
に
強
大
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
証
左

に
他
な
ら
な
い
と
し
て
、
後
の
ル
イ
一
四
世
へ
と
続
く
国
王
崇
拝
と
絶
対
主
義
の
萌
芽
を
認
め
て
い
る
。
即
ち
時
の
カ
ペ
ー
朝
王
権

は
、
教
皇
モ
デ
ル
に
基
づ
い
て
、
王
権
の
意
向
に
楯
突
く
こ
と
は
則
不
敬
で
あ
る
と
し
て
行
動
を
起
こ
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の

で
あ
り
、
教
皇
特
使
ロ
マ
ヌ
ス
が
振
る
っ
た
鞭
こ
そ
、
封
建
制
に
対
す
る
王
権
の
勝
利
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た）（（（
（

。

　

し
か
し
、
い
み
じ
く
も
ヴ
ェ
セ
ッ
ト
師
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
パ
リ
和
約
と
先
に
触
れ
た
第
四
回
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
に
お
け

る
決
定
と
の
矛
盾
に
鑑
み
れ
ば
、
パ
リ
和
約
に
お
け
る
締
結
儀
礼
の
意
義
は
、
こ
う
し
た
古
典
的
見
解
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
（
特
に

フ
ラ
ン
ス
王
権
に
対
す
る
）
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
の
屈
服
を
印
象
付
け
る
も
の
と
し
て
、
単
純
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ヴ
ェ
セ
ッ
ト
師
に
よ
れ
ば）（（（
（

、
レ
モ
ン
七
世
が
異
端
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
第
四
回
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
で
の
決
定）（（（
（

に
則
っ
て
、
全
所
領
が

没
収
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
他
方
レ
モ
ン
七
世
が
異
端
者
で
な
い
な
ら
ば
、
教
会
法
上
こ
の
問
題
に
関
し
て
中
間
的
な
解
決
は
あ
り

え
な
い
以
上
、
パ
リ
和
約
に
よ
っ
て
所
領
の
約
半
分
を
奪
わ
れ
る
合
理
的
な
理
由
は
見
出
せ
な
い
筈
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
パ
リ
和
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約
の
内
容
か
ら
は
、
レ
モ
ン
七
世
の
正
統
信
仰
を
確
認
す
る
よ
り
も
、
そ
の
所
領
を
奪
う
こ
と
で
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
、
主
と
し

て
ロ
ー
マ
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
意
図
が
窺
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
右
公
会
議
の
決
定
に
お
い
て
は
、
レ
モ
ン
七
世
個
人
は
カ
タ
リ

派
を
信
仰
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
東
部
所
領
（
ヴ
ナ
ス
ク
伯
領
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
侯
領
の
一
部
、
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
公
領
東
部
）
の
領
有
が

保
証
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
一
二
二
七
年
の
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
公
会
議
に
お
け
る
破
門）（（（
（

は
、
父
祖
伝
来
の
所
領
に
対
す
る
正
当
な
主

張
を
放
棄
し
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
パ
リ
和
約
に
お
い
て
レ
モ
ン
七
世
が
所
領
に
対
す
る
要
求
を
放
棄
す
る
と
、

即
座
に
正
統
信
仰
が
認
め
ら
れ
、
異
端
信
仰
の
放
棄
は
一
切
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
ロ
ー
マ
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
レ
モ
ン
七
世
か
ら
利
益
を
引
き
出
す
た
め
に
は
、
何
と
し
て
も
レ

モ
ン
七
世
に
よ
る
自
発
的
悔
悛
を
促
し
、
こ
れ
に
赦
免
を
与
え
る
こ
と
で
自
身
の
要
求
を
正
当
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

こ
の
点
に
こ
そ
、
父
伯
レ
モ
ン
六
世
が
サ
ン
＝
ジ
ル
公
会
議
で
行
っ
た
悔
悛
・
赦
免
儀
礼
と
の
決
定
的
な
差
異
が
見
受
け
ら
れ
る
。

オ
ル
ダ
ン
ブ
ー
ル
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に）（（（
（

、
一
二
〇
九
年
に
レ
モ
ン
六
世
が
サ
ン
＝
ジ
ル
で
鞭
打
た
れ
た）（（（
（

の
は
、
所
領
で
起
き
た

教
皇
特
使
の
暗
殺
と
い
う
大
罪
の
首
謀
者
た
る
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
、
領
邦
君
主
と
し
て
自
発
的
に
そ
の
責
任
を
取
っ
た
た
め
で
あ
り
、

第
四
回
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
の
決
定
も
、
そ
う
し
た
事
情
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
レ
モ
ン
七
世
の
場
合
に
は
、
正
式
に
罪
に
問

わ
れ
た
わ
け
で
も
、
信
仰
に
問
題
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
伯
父
子
に
刃
を
向
け
た
に
せ
よ
、
そ
の
要
求
自
体
は

ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
で
の
決
定
に
基
づ
く
正
当
な
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
レ
モ
ン
七
世
が
屈
服
し
て
も
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
位
を
真
っ

向
か
ら
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
筈
で
あ
っ
た
。
あ
ま
つ
さ
え
、
レ
モ
ン
七
世
は
、
教
会
と
王
権
に
恭
順
の
意
を
示
し
、
法
外
な

和
平
条
項
の
要
求
に
譲
歩
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
ボ
ナ
シ
ー
と
プ
ラ
ダ
リ
エ
が
言
う
よ
う
に
「
レ
モ
ン
七
世
に
と
っ
て
の
不
幸
は
、
王
権
と
教
会
の
双
方
を
相
手
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る）（（（
（

」
が
、
レ
モ
ン
七
世
は
和
約
の
締
結
・
認
証
に
際
し
て
、
父
伯
に
倣
っ
た
悔
悛
・
赦
免
の

儀
礼
を
甘
受
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ロ
ー
マ
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
し
て
東
部
所
領
に
対
す
る
正
当
な
領
有
権
を
委
譲
し
、
莫
大
な
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財
政
負
担
を
背
負
っ
た
が
、
代
わ
り
に
第
四
回
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
の
決
定
に
お
け
る
サ
ン
＝
ジ
ル
家
か
ら
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
位
剝

奪
が
取
り
消
さ
れ
、
レ
モ
ン
七
世
に
正
当
な
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
位
が
承
認
さ
れ
た
。
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
伯
ア
モ
ー
リ
が
、
右
公
会
議
の

決
定
に
お
い
て
そ
の
領
有
を
認
め
ら
れ
、
父
伯
シ
モ
ン
か
ら
受
け
継
い
だ
征
服
地
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
を
ル
イ
九
世
に
譲
渡
し
た）（（（
（

の

は
、
こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
た
も
の
と
目
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
王
権
は
、
パ
リ
和
約
と
い
う
新
た
な
封
建
契
約
に
よ
っ
て
レ
モ
ン
七

世
に
授
封
し
、
廷
臣
の
列
に
再
び
迎
え
る
こ
と
で
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
位
な
ら
び
に
所
領
を
安
堵
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

パ
リ
和
約
に
伴
う
悔
悛
・
赦
免
の
儀
礼
は
、
レ
モ
ン
七
世
に
と
っ
て
特
に
教
会
と
の
関
係
に
お
け
る
駆
け
引
き
の
結
果
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
「
内
心
は
ど
う
あ
れ
、
外
形
的
行
為
に
よ
っ
て
関
係
性
を
確
認
・
再
構
築
す
る
」
と
い
う
、
中
世
特
有
の
儀
礼
に
よ
る
紛
争

処
理
の
過
程
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
名
誉
回
復
」
と
「
実
質
的
利
害
」
が
天
秤
に
か
け
ら
れ
、
後
の
復
権
の
足
掛
か
り
と

な
る
「
名
誉
回
復
」
が
、
悔
悛
・
赦
免
儀
礼
に
よ
る
屈
辱
と
過
重
な
財
政
負
担
を
贖
っ
て
余
り
あ
る
も
の
と
踏
ん
だ
か
ら
こ
そ
、
レ

モ
ン
七
世
は
教
会
の
求
め
に
応
じ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
贈
与
の
互
酬
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
中
世
封
建
社
会
に
お
い

て
は
、
か
よ
う
な
譲
歩
に
対
し
て
は
相
応
の
返
礼
を
も
期
待
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
一
二
三
四
年
九
月
に
は
、
パ
リ
和
約

（
§
24
）
に
よ
り
教
会
領
と
な
っ
て
い
た
東
部
所
領
を
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
よ
り
返
還
さ
れ
た
レ
モ
ン
七
世
が）（（（
（

、「
プ
ロ
ヴ
ァ
ン

ス
侯m

archionatus Provincie

」
と
し
て
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
に
臣
従
礼
を
捧
げ
、
旧
領
を
回
復
し
て
い
る）（（（
（

。

　

３　

同
時
代
人
の
評
価

　

こ
れ
ら
一
連
の
経
緯
に
よ
っ
て
成
立
し
た
パ
リ
和
約
は
、『
年
代
記
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
ラ
テ
ン
語
か
ら
俗
語
に
翻
訳
さ
れ
て

人
々
に
広
く
知
れ
渡
っ
て
い
た
と
さ
れ）（（（
（

、
そ
の
内
容
に
つ
き
大
反
響
を
呼
ん
だ
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
当
の
『
年
代
記
』
の

著
者
自
身
は
、
パ
リ
和
約
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

　
　
「
先
の
和
約
に
お
い
て
は
、
数
多
く
の
条
件
が
引
き
出
さ
れ
、
あ
る
い
は
合
意
を
見
た
が
、
そ
の
う
ち
の
ど
れ
か
ひ
と
つ
だ
け
で
も
、
国
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王
が
戦
場
に
お
い
て
敵
対
す
る
伯
を
見
出
し
、
こ
れ
を
捕
虜
に
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
身
代
金
と
し
て
充
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。［
…
］
か
の

者
（
レ
モ
ン
七
世
）
が
自
ら
に
課
し
て
い
る
負
担
に
関
す
る
他
の
条
項
に
つ
い
て
は
、（
こ
こ
で
は
）
い
ち
い
ち
語
ら
な
い
。
か
の
者
が
捕

虜
と
な
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
何
度
も
身
代
金
を
支
払
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
以
上
は
、
人
間
の
所
業
で
は
な
く
、
確
か
に
神
の
御
業
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
信
じ
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。」）

（（（
（

　　

こ
の
よ
う
に
、『
年
代
記
』
に
お
い
て
は
、
パ
リ
和
約
に
お
け
る
過
重
な
片
務
的
負
担
が
批
判
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
最
終
的
に

は
教
会
人
た
る
著
者
自
身
が
、
神
の
思
し
召
し
と
し
て
若
干
非
難
の
度
合
い
を
緩
め
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
代
の
世
評
の
よ
り
直

接
的
な
代
弁
者
と
目
さ
れ
る
吟
遊
詩
人troubadour

達
は
、
パ
リ
和
約
に
対
し
て
さ
ら
に
辛
辣
な
批
判
を
加
え
て
お
り
、
主
な
も

の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
【
ト
ミ
エ
と
プ
レ
ジ
ー
】）

（（（
（

　

第
四
回
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
で
の
決
定
を
念
頭
に
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
が
死
よ
り
も
苛
酷
な
目
に
合
わ
さ
れ
て
い
る
恥
知
ら
ず
な
和
約
よ
り

も
、
戦
争
の
方
が
ま
し
で
あ
る
と
非
難
す
る
。

【
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ド
・
ラ
＝
バ
ル
ト
】）

（（（
（

　

パ
リ
和
約
は
、
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
公
・
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
侯
・
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
た
る
レ
モ
ン
七
世
の
も
の
で
は
な
く
、
聖
職
者
と
北
仏
王
権
の

も
の
で
あ
り
、
善
良
・
安
心
・
確
実
で
友
愛
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
誠
実
公
正
な
人
間
に
よ
っ
て
取
り
結
ば
れ
た
の
で
あ
れ
ば
守
り
も
し

よ
う
が
、
そ
れ
は
善
よ
り
も
悪
が
勝
っ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
気
に
入
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

【
ギ
レ
モ
・
モ
ン
タ
ナ
ゴ
ル
】）

（（（
（
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レ
モ
ン
七
世
は
、
聖
職
者
達
が
彼
に
し
た
仕
打
ち
と
そ
の
後
の
攻
防
に
よ
っ
て
思
い
出
さ
れ
る
と
悼
む
。

【
ギ
レ
ム
・
フ
ィ
ゲ
ラ
】）

（（（
（

　

救
い
よ
う
も
な
く
堕
落
し
た
ロ
ー
マ
教
会
は
、
虚
偽
と
背
信
に
満
ち
て
お
り
、
そ
の
お
ぞ
ま
し
い
無
法
さdem

esura

に
レ
モ
ン
七
世
は

打
ち
負
か
さ
れ
た
と
す
る
。

　

吟
遊
詩
人
達
に
よ
る
こ
う
し
た
批
判
は
、
主
と
し
て
教
会
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
教
会
が
第
四
回
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
で
の

決
定
と
矛
盾
す
る
条
項
を
迫
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
異
端
撲
滅
の
要
求
（
§
２
お
よ
び
§
３
）
に
よ
り
、
レ
モ
ン
七
世
に
対
し
て

「
多
く
の
封
臣
・
臣
民
の
み
な
ら
ず
、
自
身
の
親
族
や
友
人
達
の
死
刑
執
行
と
し
て
振
る
舞
う
べ
き
こ
と
の
決
断
を
迫
っ
た）（（（
（

」
こ
と

に
起
因
す
る
と
見
ら
れ
る
。
か
く
し
て
、
同
時
代
人
の
目
に
は
、
教
会
が
王
権
を
笠
に
着
て
過
大
な
要
求
を
突
き
付
け
て
い
る
と
映

じ
る
一
方
、
先
に
挙
げ
た
叙
情
詩
の
文
言
か
ら
は
、
和
約
に
お
い
て
は
、「
慈
悲m

erci

」・「
友
愛am

itié

」・「
名
誉honneur

」・

「
忠
誠loyauté

」
と
い
っ
た
、
中
世
封
建
社
会
に
お
け
る
紛
争
処
理
に
特
有
の
観
念
が
重
視
さ
れ）（（（
（

、
そ
れ
ら
は
当
事
者
間
の
互
酬

性
に
よ
っ
て
量
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。

　

五　

総　

括

　

以
上
、
モ
ー
和
約
か
ら
パ
リ
和
約
に
至
る
経
緯
を
辿
り
つ
つ
、
こ
れ
を
「
紛
争
処
理
」
に
跡
付
け
る
作
業
を
行
っ
て
来
た
が
、
古

典
的
見
解
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
王
権
と
ロ
ー
マ
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
す
る
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
の
屈
服
と
い
う
単
純
な
構
図
が
、

も
は
や
妥
当
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
従
来
、
モ
ー
和
約
は
パ
リ
和
約
の
単
な
る
予
備
条
項
と
み
な
さ
れ
、
レ
モ
ン
七
世

を
し
て
、
よ
り
苛
酷
な
内
容
の
パ
リ
和
約
の
締
結
に
追
い
込
む
た
め
の
囮
で
あ
る
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
来
た
が）（（（
（

、
い
ま
一
度
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「
紛
争
処
理
」
の
枠
組
み
に
立
っ
て
振
り
返
る
な
ら
ば
、
紛
争
当
事
者
が
互
い
に
調
停
人
を
立
て
た
上
で
周
到
な
交
渉
を
重
ね
、
双

方
が
所
期
の
目
的
を
果
た
す
べ
く
、
時
に
大
胆
な
譲
歩
を
行
う
こ
と
で
、
互
酬
性
に
基
づ
く
新
た
な
関
係
性
の
構
築
に
尽
力
し
、
儀

礼
に
よ
り
そ
れ
を
可
視
化
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。

　

レ
モ
ン
七
世
に
と
っ
て
は
、
父
伯
レ
モ
ン
六
世
と
自
身
の
破
門
を
解
い
て
正
式
に
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
と
し
て
復
権
し
、
そ
の
地
位

と
所
領
を
自
ら
の
血
統
に
つ
な
い
で
行
く
こ
と
こ
そ
が
宿
願
で
あ
り）（（（
（

、
他
方
の
カ
ペ
ー
朝
王
権
に
と
っ
て
は
、
先
王
ル
イ
八
世
の
死

を
契
機
と
す
る
大
諸
侯
に
よ
る
反
乱
を
ひ
と
ま
ず
抑
え
た
も
の
の
、
未
だ
予
断
を
許
さ
な
い
政
情
下
で
、
遠
隔
地
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
に

お
け
る
軍
事
行
動
を
早
期
終
了
に
導
く
こ
と
が
急
務
で
あ
っ
た）（（（
（

。
か
く
し
て
、「
友
愛
に
よ
る
講
和
」
と
い
う
共
通
の
利
益
に
、
旧

領
回
復
や
南
仏
の
併
合
と
い
っ
た
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
と
フ
ラ
ン
ス
王
権
に
固
有
の
利
得
が
入
り
込
み
、
さ
ら
に
異
端
撲
滅
と
い
う
、

ア
ル
ビ
十
字
軍
当
初
の
大
義
に
ま
つ
わ
る
ロ
ー
マ
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
思
惑
が
複
雑
に
絡
み
付
く
。
そ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
た

上
で
、
一
連
の
経
緯
を
具
に
辿
る
な
ら
ば
、
レ
モ
ン
七
世
は
和
約
の
条
項
を
履
行
し
つ
つ
、
着
実
に
復
権
・
旧
領
回
復
の
段
階
を
進

ん
で
お
り
、
決
し
て
一
方
的
に
和
平
条
項
を
押
し
付
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ル
＝
ゴ
フ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に）（（（
（

、

贈
与
と
返
礼
と
い
う
互
酬
性
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
情
動
的
な
封
建
諸
侯
が
織
り
な
す
複
雑
な
関
係
の
下
で
、
忠
臣
が
逆
臣
に
、
逆

臣
が
忠
臣
へ
と
容
易
に
転
化
す
る
当
時
の
社
会
に
あ
っ
て
、
和
約
は
常
に
流
動
的
か
つ
交
渉
可
能
で
あ
り
、
状
況
の
変
化
に
応
じ
て

和
平
の
条
件
を
確
認
・
更
新
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
レ
モ
ン
七
世
に
し
て
も
、
自
ら
が
取
り
結
ん
だ
和
約

の
強
制
力
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
楽
観
視
す
る
要
素
が
幾
つ
も
あ
り）（（（
（

、
例
え
ば
、
①
伯
女
ジ
ャ
ン
ヌ
は
ま
だ
幼
く
、
レ
モ
ン
七
世
が

他
の
子
供
に
恵
ま
れ
る
可
能
性
も
あ
る
・
②
女
手
に
握
ら
れ
た
王
権
は
、
大
諸
侯
が
相
手
で
は
脆
弱
で
あ
る
・
③
隣
国
ア
キ
テ
ー
ヌ

を
領
有
す
る
従
兄
弟
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王）（（（
（

と
、
義
父
ア
ラ
ゴ
ン
王
の
存
在
・
④
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
が
、
こ
の
件
に
関
し
て
ど
ち
ら
に

つ
く
か
態
度
を
決
め
て
い
な
い）（（（
（

、
と
い
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
反
面
こ
の
こ
と
は
、
ヴ
ァ
ン
ド
ー
ム
条
約
に
よ
り
、
よ
う
や
く
体

裁
を
整
え
た
ば
か
り
の
カ
ペ
ー
朝
王
権
に
し
て
み
れ
ば
、
幼
王
ル
イ
九
世
が
や
っ
と
一
人
前
の
騎
士
王
と
し
て
再
び
廷
臣
に
迎
え
入
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れ
た
南
仏
屈
指
の
大
諸
侯
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
が
、
和
平
条
項
を
履
行
す
る
度
に
返
礼
を
も
っ
て
報
い
、
こ
れ
を
味
方
に

引
き
入
れ
る
こ
と
で
、
和
平
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
言
え
よ
う）（（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
パ
リ
和
約
は
、
後
の
カ
ペ
ー
朝
王
権
に
よ
る
南
仏
併
合
の
布
石
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が）（（（
（

、
そ
れ
は
あ
く
ま

で
結
果
と
し
て
の
評
価
に
過
ぎ
ず
、
締
結
の
段
階
で
そ
こ
ま
で
積
極
的
な
意
向
が
働
い
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
王
権
と

伯
は
友
愛
の
名
の
下
に
互
い
の
名
誉
に
配
慮
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
何
ら
か
の
利
を
得
る
べ
く
周
到
に
根
回
し
を
し
て
い
る
と
い
う
限
り

に
お
い
て
、
暫
定
的
・
綱
渡
り
的
な
和
平
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
こ
に
教
会
の
思
惑
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
層
複
雑
な
利
害

関
係
の
調
整
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
パ
リ
和
約
を
王
権
伸
長
の
証
と
み
な
し
、
封
建
制
に
対
す
る
勝
利
の
先
駆
け
と
見

る
古
典
的
見
解
は
皮
相
的
で
あ
り
、
相
対
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
言
え
よ
う
。
オ
ル
ダ
ン
ブ
ー
ル
に
至
っ
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う

に
古
典
的
見
解
を
さ
ら
に
推
し
進
め
、
パ
リ
和
約
と
そ
の
締
結
儀
礼
を
し
て
大
逆
罪
の
適
用
で
あ
り
、
カ
ペ
ー
朝
王
権
に
よ
る
神
権

な
い
し
絶
対
権
の
自
負
の
顕
れ
と
の
積
極
的
評
価
を
与
え
て
い
る
が）（（（
（

、
ヴ
ァ
ン
ド
ー
ム
条
約
以
降
、
大
諸
侯
と
の
危
う
い
均
衡
の
保

持
に
腐
心
す
る
カ
ペ
ー
朝
王
権
下
の
フ
ラ
ン
ス
は
、
法
人
類
学
に
言
う
、
ま
さ
に
「
統
治
者
を
欠
い
た
」・「
国
家
の
無
い
」
社
会
で

あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
大
逆
罪
に
よ
っ
て
大
諸
侯
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
を
一
方
的
に
処
断
す
る
と
い
う
認
識
が
王
権
の
側
に
あ
っ

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
「
紛
争
処
理
」
の
枠
組
み
か
ら
は
、
中
世
の
封
建
社
会
特
有
の
「
話
し
合
い
」（
仲
裁
・
和
解
）
の

流
れ
に
沿
っ
て
、
王
権
・
教
会
・
伯
の
三
者
が
交
渉
を
重
ね
、
互
酬
性
に
根
差
し
た
譲
歩
と
然
る
べ
き
返
礼
に
よ
り
、
和
平
が
形

成
・
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
そ
こ
で
は
勝
者
と
敗
者
が
明
ら
か
に
さ
れ
ず
、
レ
モ
ン
七
世
は
王
権
・
教
会
と
対
等
の
立

場
で
交
渉
の
席
に
着
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
モ
ー
＝
パ
リ
両
和
約
で
繰
り
返
さ
れ
た
違
約
制
裁
条
項
（
モ
ー
和
約
：

§
11
／
パ
リ
和
約
：
§
29
）
が
、
敗
者
で
は
な
く
対
等
の
当
事
者
た
る
レ
モ
ン
七
世
に
よ
っ
て
、
和
約
が
い
つ
で
も
反
故
に
さ
れ
得

る
と
い
う
強
制
力
の
弱
さ
と
共
に
、
交
渉
の
方
途
が
常
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
先
に
挙
げ
た

フ
ォ
ワ
伯
宛
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
書
状
（
一
二
二
九
年
四
月
二
五
日
付）

（（（
（

）
に
お
け
る
「
全
く
か
け
離
れ
た
も
のex toto 
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recessim

us

」
と
い
う
言
葉
は
、
モ
ー
和
約
と
い
う
囮
に
よ
っ
て
パ
リ
和
約
に
釣
り
込
ま
れ
た
と
い
う
レ
モ
ン
七
世
の
慨
嘆
で
は
な

く
、
和
約
そ
の
も
の
に
お
い
て
開
か
れ
た
交
渉
の
道
筋
を
暗
示
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

か
く
し
て
、
即
位
間
も
な
い
ル
イ
九
世
の
統
治
下
で
は
、
伝
統
的
な
騎
士
社
会
に
お
け
る
紛
争
処
理
方
法
が
主
流
で
あ
り
、
統
治

者
の
意
向
あ
る
い
は
規
範
に
基
づ
い
て
大
諸
侯
を
断
罪
し
、
処
罰
す
る
だ
け
の
権
威
や
強
制
力
は
、
未
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

が
窺
わ
れ
る
。
カ
ペ
ー
朝
王
権
が
そ
の
支
配
基
盤
を
固
め
、
所
謂
「
法
の
支
配
」
を
実
現
す
る
の
は
、
チ
ェ
イ
エ
ッ
ト
が
指
摘
す
る

よ
う
に
一
三
世
紀
半
ば
以
降
で
あ
り）（（（
（

、
さ
ら
に
南
仏
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
に
こ
れ
が
徹
底
さ
れ
る
に
は
、
レ
モ
ン
七
世
の
死
後
、
王
弟
ポ

ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
統
治
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い）（（（
（

。

（
115
）　« D

einde profecti sunt Parisius, ut in praesentia regis deberent om
nia consum

m
ari » : 

前
掲
註（
78
）参
照
。

（
116
）　« In nom

ine sanctae et individuae T
rinitatis. Ludovicus, D

ei gratia, Francorum
 Rex. N

overit universi 
praesentes pariter et futuri, quod, cum

 R
aim

undus filius R
aim

undi quondam
 C

om
itis T

olosani, diu in 
excom

m
unicatione persistens, ecclessiae et D

ei volens esse longo tem
pore contum

ax et rebellis, ad cor tam
en 

rediens, D
om

ino faciente, ad m
andatum

 ecclesiae et carissim
i am

ici nostri Rom
ani Sancti-A

ngeli diaconi cardinalis, 
apostolicae sedis legati, nim

ium
 venit hum

iliter et devote absolutionem
 suam

 petens, gratiam
 et m

isericordiam
 

ecclesiae et nostram
, et non judicium

 postulando. [
…] A

ctum
 Parisiis, anno D

om
ini M

CCX
X

V
III, m

ense aprili, regni 
vero nostri anno III, astantibus in palatino nostro, quorum

 nom
ina supposita sunt et signa » : R

ecueil des 
H

istoriens des G
aules et de la France, nouvelle éd., t.19, Paris, 1880, pp.219-223.

（
117
）　« Rom

anus, m
iseratione divina Sancti A

ngeli diaconus cardinalis, A
postolice Sedis legatus, om

nibus litteras 
inspecturis, salutem

 in D
om

ino. N
overit universi praesentes pariter et futuri, quod, cum

 nobilis Raim
undus, filius 

Raim
undi quondam

 Com
itis T

olosani, diu in excom
m

unicatione persistens, Ecclessiae et D
ei et regi Francorum
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illustri esset longo tem
pore contum

ax et rebellis, ad cor tam
en rediens, D

om
ino faciente, ad m

andatum
 Ecclesiae 

et regis predicti ac nostrum
 venit hum

iliter et devote, absolutionem
 suam

 petens, gratiam
 et m

isericordiam
 

Ecclesiae et regis et non judicium
 postulando. [

…] A
ctum

 Parisius, anno D
om

ini M
o CC

o vicesim
o octavo, tertio idus 

aprilis » : A
. T

eulet, Layettes du T
résor des chartes [LT

C], t.2, Paris, 1866, n
o 1991; H

G
L, t.V

III, cc.893-894.

　

な
お
、
当
該
証
書
の
日
付
は
、
後
掲
註（
122
）に
示
さ
れ
る
通
り
、
本
来
の
和
約
締
結
の
日
付
よ
り
も
一
日
前
に
な
っ
て
い
る
と
推
定

さ
れ
る
。

（
118
）　« Raim

undus, D
ei gratia com

es T
holosanus, universis ad quos littere presentes pervenerint, salutem

 D
om

ino. 
N

overit universitas vestra, quod cum
 guerra inter sanctam

 Rom
anam

 ecclesiam
 et karissim

um
 dom

inum
 

nostrum
n Ludovicum

 regem
 Francorum

 illustrem
 ex una parte et nos ex altera longo tem

pore fuisset, nos vera 
devotione affectantes in unitate sancte Rom

ane ecclesie et fidelitate et servitio dom
ini regis Francie perm

anere, 
pacem

 tem
 per nos quam

 per personas interpositas totis viribus procuravim
us, que, m

ediante divina gratia, inter 
sanctam

 Rom
anam

 ecclesiam
 et dom

inum
 regem

 Francie ex una parte et nos ex altera est taliter reform
ata. [

…] 
D

atum
 Parisius, anno ab Incarnatione D

om
ini M

o CC
o X

X
o V

III o, pridie idus aprilis » : H
G

L, t.V
III, cc.883-893; LT

C, 
t.2, n

o 1992.

　

ト
ゥ
レ
の
注
記
に
よ
れ
ば
、
こ
の
証
書
の
原
本
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
古
文
書
館
所
蔵
のJ.305.

で
あ
り
、
赤
と
緑
の
絹
紐
に
緑
の
封
蠟

で
レ
モ
ン
七
世
の
印
璽
が
押
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
謄
本
と
考
え
ら
れ
る
、
同
じ
く
フ
ラ
ン
ス
国
立
古
文
書
館
所
蔵
のJ.331.

に
は
、
日

付
の
直
前
に
サ
ン
ス
と
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
の
大
司
教
、
パ
リ
・
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
・
ア
ル
ビ
・
マ
グ
ロ
ー
ヌ
・
ニ
ー
ム
の
各
司
教
が
立
ち
会
っ

た
旨
の
記
述
（R

ogavim
us quoque venerabiles patres Senonensem

 et N
arbonensem

 archiepiscopos, Parisiensem
, 

T
olosanum

, A
lbiensem

, M
agalaunensem

 et N
em

ausensem
 episcopos ut presenti carte sua sigilla apponeret. D

atum
 

Parisius, etc.

）
が
あ
り
、
実
際
に
赤
と
緑
の
絹
紐
に
、
上
記
七
名
そ
れ
ぞ
れ
の
印
璽
が
緑
の
封
蠟
で
押
さ
れ
て
い
る
：LT

C, t.2, 
p.152.

（
119
）　

こ
こ
で
、
証
書
の
日
付
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
レ
モ
ン
七
世
名
義
の
証
書
の
日
付
は
「
一
二
二
八
年
四
月
一
二

日anno ab Incarnatione D
om

ini M
o CC

o X
X

o V
III o, pridie idus aprilis

」（
前
掲
註（
118
）参
照
）
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
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中
世
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
主
と
し
て
典
礼
暦
を
基
準
と
す
る
紀
年
法
が
用
い
ら
れ
、
以
下
四
つ
の
代
表
的
な
方
式
、
即
ち
①
ク
リ
ス
マ
ス
を

起
点
と
す
る
も
の
（le style de nativité

）・
②
受
胎
告
知
の
祝
日
（
三
月
二
五
日
）
を
起
点
と
す
る
も
の
（le style de 

lʼannonciation

）・
③
四
月
一
日
を
起
点
と
す
る
も
の
（le style du 1 er A
vril

）・
④
復
活
祭
を
起
点
と
す
る
も
の
（le style du 

Pâcques

）
の
他
、
ロ
ー
マ
式
暦
法
も
併
用
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
り
、
以
上
を
勘
案
し
た
う
え
で
現
在
の
暦
法
に
換
算
す
る
と
一
二
二

九
年
四
月
一
二
日
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
モ
ー
和
約
締
結
を
め
ぐ
る
以
下
一
連
の
日
付
の
前
後
関
係
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
：H

G
L, 

t.V
II, pp.72-73; W

. A
. Sibly et M

. D
. Sibly, op.cit., p.xxxiii.

【
モ
ー
和
約
締
結
に
関
す
る
伯
委
任
状
】（
前
掲
註（
77
）参
照
）

　
「
一
二
二
八
年
一
二
月
一
〇
日
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
て
発
給D

atum
 T

holosae, IV
o idus decem

bris, anno dom
inicae 

Incarnationis M
o CC

o X
X

o V
III o

」

【
モ
ー
和
約
批
准
に
関
す
る
伯
書
状
】（
前
掲
註（
79
）参
照
）

　
「
一
二
二
八
年
一
月
発
布A

ctum
 anno ab Incarnatione D

om
ini M

o CC
o X

X
o V

III o, m
ense januario

」（
＝
一
二
二
九

年
一
月
）

（
120
）　« O

m
nia vero supradicta prom

isim
us et juravim

us solem
niter ante fores Ecclesiae Parisiensis, dom

ino Rom
ano 

D
ei gratia S. A

ngeli diacono cardinale A
postolicae Sedis legato praedicto nom

ine Ecclesiae Rom
anae, et rege 

praefacto adstantibus, et venerabilibus patribus dom
ino O

ttone S. N
icolai in carcere T

ulliano diacono cardinale 
A

postolicae Sedis legato tunc eunte in D
aciam

, Senonensi et N
arbonensi archiepiscopis, Parisiensi, A

eduensi, 
N

em
ausensi, M

aglonensi, et T
olosano episcopis. A

dscripta est deum
 dies X

II A
prilis hujus anni »

（Greg. IX
. 1.12, 

p.81

） : O
d. Raynaldi, A

nnales ecclesiastici, réim
pr. par M

ansi, t.20, Lucques, 1852, p.554, n.2; « O
m

nibus ad calcem
 

ductis et sigillatis, reconciliatus fuit com
es in die Paraceves, et qui cum

 eo erant excom
m

unicationis sententia 
innodati. Eratque pietas virum

 tantum
 videre, qui tanto tem

pore, tot et tantis nationibus poterat restitisse, duci 
nudum

 in cam
isia et braccis et nudis pedibus ad altare. Erant praesentes ad haec, duo Rom

anae Ecclesiae 
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Cardinales, unus Legatus noster in Regno Franciae, et alius in Regno A
ngliae Episcopus Portuensis » : Chronique, 

ch.X
X

X
V

II.
（
121
）　« Rom

anus, m
iseratione divina Sancti A

ngeli diaconus cardinalis, A
postolice sedis legatus, om

nibus presentes 
litteras inspecturis salutem

 in D
om

ino. Cum
 nobilis vir Raim

undus, filius Raim
undi quondam

 com
itis T

holosani, qui 
diu Ecclesie ac regi Francie illustri extitit contum

ax et rebellis, ad m
andatum

 Ecclessie, regis predicti et nostri 
venerit, hum

iliter et devote absolutionem
 suam

 petens, m
isericordiam

 et gratiam
 Ecclesie regisque prefati et non 

judicium
 postulando, necnon super om

nibus, pro quibus excom
m

unicatus fuerat, in die cene D
om

ini ante fores 
ecclesie Parisiensis parere precise m

andatis Ecclesie atque nostris solem
niter juravit coram

 nobis ; nos 
attendentes hum

ilitatem
 et devotionem

 ipsius, absolutionis beneficium
 sibi curavim

us im
pendere, juxta form

am
 

Ecclesie consuetam
, quem

 statim
 postm

odum
 de voluntate sua, si contra ea vel eorum

 aliquod que prom
isit 

veniret et non em
endaret, sicut in instrum

ento pacis exinde confecto plenibus continetur, excom
m

unicavim
us, 

reducentes eum
 ad statum

 illum
 in quo fuerat ante absolutionem

 prem
issam

 quoad excom
m

unicationem
 et om

nia 
alia, que contra ipsum

 et ptrem
 suum

 in generali concilio vel postea statuta fuerunt. In cujus rei testim
onium

, 
presentes litteras fecim

us fieri et sigillo nostro confirm
ari. D

atum
 Parisius, II o idus aprilis, anno D

om
ini M

o CC
o 

X
X

o V
III o » : H

G
L, t.V

III, cc.893-894.

（
122
）　

こ
の
点
に
つ
き
、『
年
代
記
』
の
著
者
ギ
ョ
ー
ム
・
ド
・
ピ
ュ
イ
ロ
ラ
ン
の
記
憶
に
は
混
乱
が
見
ら
れ
る
。『
年
代
記
』
の
記
述
に
よ

れ
ば
、
教
皇
特
使
に
よ
る
レ
モ
ン
七
世
の
赦
免
は
、
パ
リ
和
約
の
締
結
・
認
証
後
の
聖
金
曜
日
（
＝
復
活
祭
直
前
の
金
曜
日
）
に
行
わ
れ

た
と
さ
れ
る
（« O

m
nibusque ad calcem

 ductis et sigillatis, reconciliatus fuit com
es in die Paraceves » : ch.X

X
X

V
II.

）

が
、
教
皇
特
使
の
赦
免
状
の
日
付
（« D

atum
 Parisius, II o idus aprilis anno D

om
ini M

o CC
o X

X
o V

IIII o » : 

前
掲
註
（
121
）参

照
）
は
、
パ
リ
和
約
の
も
の
（« D

atum
 Parisius, anno ab Incarnatione D

om
ini M

o CC
o X

X
o V

III o, pridie idus aprilis » : 

前
掲
註（
118
）参
照
）
と
同
じ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
レ
モ
ン
七
世
の
赦
免
は
聖
金
曜
日
で
は
な
く
、
聖
木
曜
日
（
＝
復
活
祭
直
前
の

木
曜
日
）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
年
代
記
』
の
別
の
個
所
の
記
述
か
ら
も
補
強
さ
れ
得
る
。『
年
代
記
』
で
は
、
復

活
祭
を
起
点
と
す
る
暦
法
（
前
掲
註（
119
）参
照
）
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
一
二
二
九
年
七
月
の
教
皇
特
使
代
理
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
コ
ル
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ミ
ュ
ー
に
よ
る
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
赦
免
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
で
、
パ
リ
和
約
が
前
年
末
に
締
結
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る 

（« Post pacem
 autem

 Parisius calebratam
 in fine anni, in sequenti anno ab incarnatione D

om
ini M

o CC
o X

X
IX

 m
ense 

julii, per m
agistrum

 Petrum
 de Collem

edio vices legati fuit reconciliata civitas T
holosa

… » : ch.X
X

X
V

III

）
が
、
こ
れ

は
一
二
二
九
年
の
復
活
祭
が
四
月
一
五
日
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
新
年
の
開
始
が
パ
リ
和
約
締
結
の
三
日
後
で
あ
っ
た
点
と
一
致
す
る
。

（
123
）　« H

is om
nibus rite peractis, descendit legatus ad villam

 S. Æ
gidii, reconciliaturus ibi com

item
 T

olosanum
 ; 

m
odus autem

 reconciliationis et absolutionis talis fuit. A
dductus est com

es nudus ante fores ecclesiae B. Æ
gidii, 

ibique coram
 legato, archiepiscopis et episcopis qui ad hoc conveneraut plusquam

 viginti, juravit super corpus 
Christi, et sanctorum

 reliquias, quae ante fores ecclesiae expositae cum
 m

agna veneratione, et in m
ulta copia a 

praelatis tenbantur, quod m
andatis S. R. Ecclesiae in om

nibus obediret. M
ox legatus stolam

 ad collum
 com

itis poni 
fecit, ipsum

que com
item

 per stolam
 arripiens, absolutum

 cum
 verberibus in ecclesiam

 introduxit »

：Pierre des 
V

eaux-de-Cernay, H
istoria A

lbigensium
, in J.-P. M

igne, Patrologia Latina [M
PL], t.CCX

III, Paris, 1833, c.564.　
『
ア
ル

ビ
十
字
軍
史
』
の
成
立
経
緯
お
よ
び
著
者
の
人
物
誌
に
つ
い
て
は
、W

. A
. and M

. D
. Sibly, T

he H
istory of the A

lbigensian 
Crusade : Peter of les V

eaux-de-Cernayʼs 

“Historia A
lbigensis

”, Suffolk, 1998, pp.xxiii-xxvi.

参
照
。

（
124
）　« H

aec est form
a iuram

enti facta a Raim
undo Com

ite T
olosano apud sanctum

 A
egidium

, in m
anu D

om
ini 

M
ilonis. In nom

ine D
om

ini anno Pontificatus D
om

ini Innocentii Papae tertii, duodecim
o, 14. K

al. Iulii. Ego 
Raim

undus D
ux N

arbonensis, Com
es T

olose, M
archio Provinciae sacro sanctis reliquiis, Eucharistia et ligno Crucis 

D
om

inicae com
positis supra sancta D

ei Euangelia corpolaliter m
anu tacta, iuro quod supra singulis et universis 

capitulis pro quibus a D
om

ino Papa vel eius Legato, vel aliis ipso iure fui vel sum
 excom

m
unicatus, stabo m

andatis 
in prim

is D
om

ini Papae ac vestris M
agister M

ilo D
om

ini Papae N
otari, A

postlicae sedis Legate, ita videlicet ut 
quicquid per vel literas suas N

uncius vel Legatus m
ihi praeceperit, super universis capitulis quibus 

excom
m

unicatus fui vel sum
 bona fide, sine fraude ac m

ala in ingenio adim
plebo, super istis praecipue capitulis 

quae hic nom
ino

… » : G. Catel, H
istoire des com

tes de T
oluouse, T

oulouse, 1623, pp.245-246.

（
125
）　

サ
ン
＝
ジ
ル
公
会
議
の
出
席
者
の
う
ち
、
レ
モ
ン
六
世
の
赦
免
に
立
ち
会
っ
た
こ
れ
ら
の
高
位
聖
職
者
の
顔
ぶ
れ
に
つ
い
て
は
、
教
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皇
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
文
書
に
お
け
る
以
下
の
記
述
（M

PL, t.CCX
V

I, c.94.

）
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る : « Istam

 
autem

 concessionem
 et prom

issionem
 feci apud Sanctum

 Æ
gidium

 anno pontificatus dom
ini Innocentii III 

duodecim
o, X

III K
al. Julii, ad m

andatum
 et exhortationem

 m
agistri M

ilonis dom
ini papae notarii, apostlicae sedis 

legati, praesentibus dom
ino M

ichaele A
relatensi archiepiscopo cum

 episcopis infrascriptis, videlicet M
arsiliensi, 

A
venionensi, Cavellicensi, Carpentoractensi, V

asionensi, T
ricastrinensi, Lodovensi, T

olosano, Biterreusi, et dom
ino 

archiepiscopo A
quensi, et episcopo Forojuliensi, et N

iciensi, et A
ptensi, et Sistericensi, et archiepiscopo A

uxitano, 
et episcopo A

urasicensi, et V
ivariensi, et U

ticensi. »

（
126
）　M

. Roquebert, op.cit., p.415.

（
127
）　

以
下
本
稿
に
お
い
て
は
、
レ
モ
ン
七
世
名
義
の
証
書
（
前
掲
註（
118
）参
照
）
に
準
拠
し
て
考
察
を
行
う
も
の
と
し
、
項
目
分
け
に
つ

い
て
は
、
ボ
ナ
シ
ー
と
プ
ラ
ダ
リ
エ
に
従
っ
た
：P. Bonnassie et G. Pradalié, op.cit., pp.25-34.

（
128
）　« Prom

ittim
us siquidem

 dom
ino Rom

ano S. A
ngeli diacono cardinali, A

postolice Sedis legato, nom
ine ecclesie 

Rom
ane, quod Ecclesie, et dom

ino nostro Ludovico regi Francorum
, et heredibus ejus, de certo devoti erim

us et 
usque ad m

ortem
 fideliter adherebim

us. »

（
129
）　« et quod hereticos, et eorum

 credentes, fautores et receptatores, in terra, quam
 nos et nostri tenem

us et 
tenebim

us, sem
per totis viribus expugnabim

us, non parcentes in hoc proxim
is, vassalis, consanguineis nec am

icis, 
et terram

 eandem
 purgabim

us ab hereticis et heretica feditate, et juvabim
us etiam

 purgare terram
 quam

 dom
inus 

rex tenebit. »

（
130
）　« Prom

ittim
us etiam

 quod justiciam
 debitam

 sine m
ora faciem

us de hereticis m
anifestis, et fieri faciem

us per 
ballivos nostros viriliter et potenter ; inquiri faciem

us et inquirem
us diligenter de inveniendis hereticis, 

credentibus, fautoribus et receptatoribus eorundem
, secundum

 ordinationem
 quam

 super hoc faciet dom
inus 

legatus. Et, ut facilius et m
elius heretici valeant inveniri, prom

isim
us quod solvem

us, usque ad biennium
, duas 

m
archas argenti, et exinde in perpetuum

 unam
, ei qui hereticum

 ceperit, et per episcopum
 loci, vel alium

 qui 
potestatem

 habeat, ile, qui captus erit, fuerit de heresi condem
natus, ita quod, si plures ceperit, pro singulis 
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us aut dari faciem
us tantum

dem
. D

e aliis no m
anifestis, et credentibus, receptatoribus et fautoribus 

hereticorum
, servabim

us et servari faciem
us secundum

 quod dictus legatus vel Rom
ana ecclesia ordinabunt. »

（
131
）　« Item

 servabim
us et servari faciem

us pacem
 in terra quam

 nos et nostri tenebim
us, et juvabim

us servari in 
terra quam

 dom
inus res ad m

anus suas tenebit, et ruptarios expellem
us et puniem

us anim
advesione debita et 

receptatores ipsorum
. »

（
132
）　« Ecclesias et viros ecclesiasticos defendem

us et defendendi faciem
us a nostris, et jura, libertates et 

im
m

unitates quas habent conservabim
us eiusdem

, et faciem
us firm

iter conservari. Et, ne de cetero in terra illa 
claves Ecclesie contem

pnantur, sententias excom
m

unicationis servabim
us, et servari a nostris et per nostros 

faciem
us. Excom

m
unicatos vitabim

us et vitari faciem
us, sicut in sacris constitutionibus continetur. Et, si aliqui per 

annum
 in excom

m
unicatione contum

aciter perm
anserit, ex tunc, ad m

andatum
 Ecclesie, ipsos ad sinum

 m
atris 

Ecclesie redire com
pellem

us, occupando om
nia bona sua m

obilia et im
m

obilia, et tenebim
us donec ad plenum

 
satisfaciant de causa pro qua excom

m
unicationis vinculo fuerint innodati, et de dam

pnis datis occasione 
excom

m
unicationis predicte. »

（
133
）　« Faciem

us om
nes ballivos nostros, institutos et instituendos, in ipsa institutione jurare quod om

nia supradicta 
fideliter observabunt ; ita quod, si negligentes in hiis reperiti fuerint, pro m

odo delicti puniem
us ; et, si culpabiles, 

puniem
us om

nium
 am

issione bonorum
. Instituem

us etiam
 ballivos non judeos sed catholicos in terra, et nullius 

heresis suspicione notatos. Et tales prohibiti non possint adm
itti ad em

em
dum

 redditus civitatem
, villarum

, vel 
castrorum

, vel pedagiorum
. Et si forte aliquis talis ignoranter institutus fuerit, expellem

us eum
 et puniem

us, cum
 

super hoc fuerim
us certificati. »

（
134
）　« Item

 prom
ittim

us quod om
nia bona inm

obilia et jura ecclesiarum
 et ecclesiasticorum

 virorum
 ad presens 

restituem
us et restitui faciem

us ad plenum
 a nostris in terra tota quam

 nos et nostri tenebim
us ; illa videlicet que 

ecclesie vel ecclesiastice persone tenebant ante prim
um

 adventum
 crucesignatorum

, vel de quibus constabit eas 
spoliatas. D

e aliis stabim
us juri coram

 ordinariis, vel coram
 ipso legato, vel ab ipso legatis vel a Sede A

postolica 
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delegatis. »
（
135
）　« Prom

ittim
us etiam

 quod nos solvem
us in posterum

 integre decim
as, et solvi faciem

us integre, bona fide, a 
nostris, et quod m

ilites et alii laici non habeant decim
as, nec perm

ittem
us ipsos tenere eas in terra quam

 nos et 
nostri tenem

us et tenebim
us ; set ad ecclesias, juxta dispositionem

 ipsius legati vel ecclesie Rom
ane, integre 

revertantur. »

（
136
）　« Pro dam

pnis vero illatis, a nobis et nostris, ecclesiis et viris ecclesiasticis super rebus m
obilibus, vel 

destructione dom
orum

 vel villarum
, vel aliarum

 rerum
, exceptis  im

m
obilibus, de quibus debet fieri restitutio sicut 

superius dictum
 est, solvem

us decem
 m

illia m
arcarum

 argenti, assignanda bonis personis, idoneis et fidelibus, quas 
ipse legatus eliget vel ecclesia Rom

ana ; que quantitatem
 predictam

, de bonorum
 virorum

 consilio, proportionaliter 
et fideliter divident, juxta quantitatem

 dam
pnorum

. N
ec poterim

us, nos vel nostri, pro dam
pnis m

obilium
 vel 

destructione dom
orum

, vel villarum
, vel aliarum

 rerum
, sicut superius est expressum

, ultra sum
m

am
 illam

 am
plius 

conveniri. »

（
137
）　« Item

 solvem
us abbatie Cisterciensi II

m m
arcarum

 argenti, ut em
antur inde redditus pro refectione abbatum

 
et fratrum

 in capitulo generali ; abbatie Clarevallis D
 m

arcas ad em
endum

 redditus pro refectione abbatum
 et 

fratrum
, qui conveniunt in festo nativitatis beate V

irginis ; abbatie Grandissilve M
 m

arcas ; abbatie Bellepertice 
CCC m

arcas ; abbatie Candelii CC m
arcas, ad dicta m

onasteria construenda, tum
 pro dam

nis eisdem
 illatis in 

rebus m
obilibus, tum

 pro salute anim
e nostre. »

（
138
）　« Item

 V
I

m m
arcarum

 solvem
us, que retinebuntur ad m

uniendum
, inforciandum

 et custodiendum
 

Castrum
 N

arbone[ense] et alia castra quedom
inus rex pro Ecclessie et sua securitate tenebit usque ad decennium

, 
prout inferius continetur, sicut visum

 fuerit expedire. »

（
139
）　« Supradicta vero X

X
m m

arcarum
 solvem

us usque ad quatuor annos, ita quod quolibet anno solventur V
m

 

m
arcarum

. »

（
140
）　« Item

 IV
m m

arcarum
 deputabuntur a nobis IV

 m
agistris theologie, duobus decretistis, V

I m
agistris artium
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liberalium

 et duobus gram
m

aticis regentibus T
holose, que dividentur hoc m

odo : singuli m
agistrorum

 theologie 
habebunt singulis annis L m

arcas usque ad decennium
 ; utque m

agistrorum
 decretorum

 habebit X
X

X
 m

arcas 
usque ad decennium

 singulis annis ; singuli m
agistri artium

 habebunt X
X

 m
arcas usque ad decennium

 sim
iliter 

annuatim
 ; uterque m

agistrorum
 artis gram

m
atice habebit sim

iliter annuatim
 X

 m
arcas usque ad decennium

. »　

当
該
条
項
を
も
っ
て
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
大
学
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
。

（
141
）　« Item

, statim
 post absolutionem

 nostram
, assum

psim
us pro penitentia nostra crucem

 de m
anu dicti legati 

contra Sarracenos, et ibim
us ultra m

are ab instanti passagio m
ensis augusti usque ad aliud passagium

 m
ensis 

augusti proxim
o futurum

, ibidem
 per quinquennium

 continuum
 integre m

oraturi. »

（
142
）　« Illos autem

 qui adheserunt Ecclesie, dom
ino regi, patri ejus, com

itibus M
ontisfortis et adherentibus eis, 

occasione hujusm
odi quod adheserunt Ecclesie, dom

ino regi, patri ejus, com
itibus M

ontisfortis et adherentibus eis, 
non gravabim

us ; set benigne tractabim
us eos tanquam

 am
icos, ac si nobis contrarii non fuissent, exceptis 

hereticis et credentibus ipsorum
. Et Ecclesia et rex facient sim

iliter illud idem
 de illis qui nobis contra dom

inum
 

regem
 et Ecclesiam

 adheserunt, exceptis illis qui pacem
 Ecclesie et dom

ini regis non veniunt nobiscum
. »

（
143
）　« D

om
inus autem

 rex, attendens hum
ilitatem

 nostram
 et sperans quod in devotione Ecclesie et fidelitate ejus 

fideliter perseverem
us, volens nobis facere gratiam

, filiam
 nostram

, quam
 sibi tradem

us, tradet in uxorem
 uni de 

fratribus suis, per dispensationem
 Ecclesie, et dim

ittet nobis totum
 episcopatum

 T
holosanum

, excepta terra 
m

arescalli [G. de Levis], quam
 ipse m

arescallus tenebit dom
ino rege. Post m

ortem
 autem

 nostram
, T

holosa et 
episcopatus T

holosanus erunt fratris dom
ini regis qui habebit filiam

 nostram
, et filiorum

 susceptorum
 ex ipsis 

duobus. Si autem
 frater dom

ini regis, quod absit, m
oreretur sine filiis ex ipsa, T

holosa et episcopatus T
holosanus 

ad dom
inum

 regem
 revertetur, et heredes suos ; et filia, vel alii filii, vel filie vel heredes nostri nichil juris in ipsis 

poterunt reclam
are. Et si ipsa filia sine filiis ex fratre dom

ini regis m
oreretur, T

holosa sim
iliter et episcopatus 

T
holosanus ad adom

inum
 regem

 et heredes ejus revertetur ; ita quod, om
ni casu contingente, ad dom

inum
 regem

 
et heredes ejus T

holosa et episcopatus T
holosanus revertetur post m

ortem
 nostram

. Et nulli poterunt ibi jus 
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aliquod reclam
are nisi filii vel filie descendentes ex fratre dom

ini regis et filia nostra, sicut est supradictum
. »

（
144
）　« Item

 dim
ittit nobis dom

inus rex A
gennensem

 et Ruthinensem
 episcopatus. D

e episcopatu A
lbiensi dim

ittit 
nobis quicquid est de episcopatu A

lbiensi citra fluvium
 de T

har, videlicet ex parte de Gaillac ; et civitas A
lbiensis 

rem
anebit ex parte dom

ini regis, et quicquid est ultra illud flum
en versus Carcassonam

 in eodem
 episcopatu 

A
lbiensi. Et dom

inus rex habet rippam
 et aquam

, ex parte sua, usque ad m
edium

 flum
inis, et nos sim

iliter 
habem

us rippam
, ex parte nostra, et aquam

 usque ad m
edium

 flum
inis, salvis juribus et hereditatibus aliorum

, 
dum

m
odo de hiis que sunt ex parte dom

ini regis faciant ei quod debebunt, et de his que sunt ex parte nostra, 
faciant nobis sim

iliter quod debebunt. »

（
145
）　« Episcopatum

 autem
 Caturcensem

 dim
ittit nobis dom

inus rex, excepta civitate Caturcensi, et feodis et allis 
que habuit in eodem

 episcopatu rex Philippus, avus ejus, tem
pore m

ortis sue. »

（
146
）　« Et, sin nos sine filiis de legitim

o m
atrim

onio procreatis decesserim
us, tota terra predicta rem

anebit filie 
nostre quam

 habebit frater dom
ini regis, et heredibus ex ea susceptis. »

（
147
）　« ita tam

en quod nos, ut verus dom
inus, habeam

us plenum
 jus et liberum

 dom
inium

 in supradicta terra que 
dim

ittitur nobis, salvis conditionibus supradictis, tam
 de civitate T

holose et episcopatu T
holosano, quam

 de terra 
alia superius nom

inata, et in m
orte pias eleem

osinas possim
us facere, secundum

 usus et consuetudines aliorum
 

barobum
 regni Francie. Supradicta om

nia dim
ittit nobis dom

inus rex, salvo jure ecclesiarum
 et ecclesiasticorum

 
virorum

, sicut superius est expressum
. »

（
148
）　« V

iridefolium
 cum

 pertinentiis suis, et villam
 de les Bordes cum

 pertinentiis suis, dim
ittim

us, secundum
 

donum
 bone m

em
orie Ludovici regis patris ejusdem

 dom
ini regis et com

itis M
ontisfortis, episcopo T

holosano et 
filio O

. de Lyliers ; ita quod episcopus T
holosanus pro V

iridifolio faciat nobis quod debebat facere com
iti 

M
ontisfortis, et filius ejusdem

 O
. faciat nobis quod debebat facere bone m

em
orie. Ludovico regi, patri dom

ini regis. 
D

onationes alie a dom
ino rege, vel patre ejus, vel a com

itibus M
ontisfortis facte non teneant, nec nos vel nostri ad 

eas teneam
ur, in terra que nobis et nostris dim

ittitur. »
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（
149
）　« D

e om
nibus autem

 aupradictis, que dim
ittitur nobis, fecim

us dom
ino regi hom

agium
 ligium

 et fidelitatem
, 

secundum
 consuetudinem

 baronum
 regni Francie. »

（
150
）　« T

otam
 aliam

 terram
 que est citra Rodanum

 in regno Francie, et om
ne jus, si quod nobis com

petit vel 
com

petere posset in ea, quitavim
us precise et absolute dom

ino regi et heredibus ejus in perpetuum
. »

（
151
）　« T

erram
 autem

 que in Im
perio ultra Rodanum

, et om
ne jus, si quod nobis com

petit vel com
petere possit in 

ea, precise et absolute quitavim
us dicto legato, nom

ine Ecclesie, in perpetuum
. »

（
152
）　« Item

 om
nes indigene qui faiditi fuerunt de terra illa pro Ecclesia, pro dom

ino rege, et parte ejus, et 
com

itibus M
ontisfortis, et adherentibus eis, vel propria voluntate recesserunt ab eadem

 terra, nisi inveniantur 
heretici ab Ecclesia condem

pnati, integre restituantur in statum
 pristinum

 quoad hereditates et possessiones, 
preter illa, si qua ex causa donationis a dom

ino rege, vel parte ejus, vel com
itibus M

ontisfortis habuerunt. »

（
153
）　« Si vero aliqui hom

inum
, qui rem

anebunt in terra que nobis dim
ittitur, noluerint redire ad m

andatum
 

Ecclesie et dom
ini regis, specialiter com

es Fuxensis et alii, nos faciem
us eis vivam

 guerram
, nec pacem

 cum
 ipsis 

faciem
us vel treugas sine assensu Ecclesie et dom

ini regis ; et si terre ipsorum
 occupabuntur, rem

anebunt nobis, 
destructis tam

en prius om
nibus m

unitionibus et forteritiis, m
uris et fossatis, nisi dom

inus rex, pro securitate 
Ecclesie et sua, vellet ea retinere usque ad decennium

 post acquisitionem
 ; et tunc, cum

 reditibus et proventibus 
ipsorum

 castrorum
, retinebit ipsa. »

（
154
）　« Item

 nos faciem
us dirui m

uros civitatis T
holose om

nino et fossata repleri, juxta m
andatum

 et voluntatem
 et 

ordinationem
 legati. Item

 diruentur per nos m
uri funditus, et replebuntur fossata triginta villarum

 et castrorum
 : 

scilicet de Fanojovis, de Castro-novo, de la Becada, de A
vynineto, de Podio-Laurentii, de Sancto-Paulo, de V

auro, 
de Rabasten, de Gallyac, de M

onte-acuto, de Podiocelso, de V
erduno, de Castro-Sarraceno, de M

oysiaco, de M
onte-

albano, de M
ontecuco, de A

genno, de Com
dum

o, de Savarduno, de A
ltarippa, de Cassenolo, de Pugeolis, de A

lto-
villari, de V

illa-Perucie, de Loracco, et de quinque aliis ad voluntatem
 ipsius legati ; et non poterunt reedificari, 

sine voluntate Ecclesie et dom
ini regis ; nec alibi fient nove fortericie ; villas tam

en non inforciatas bene poterim
us 
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facere in terra que dim
ittitur nobis, si voluerim

us. Si vero aliquam
 villarum

 vel castrorum
 que debent dirui, ut 

dictum
 est, essent hom

inum
 nostrorum

, et nollent quod diruerentur, nos faciem
us eis vivam

 guerram
, nec pacem

 
vel treugas, sine assensu Ecclesie et dom

ini regis, cum
 eis faciem

us, donec diruantur m
uri et im

pleantur fossata. »

（
155
）　« O

m
nia supradicta prom

isim
us et juravim

us dicto legato et dom
ino regi nos firm

iter et perpetuo servaturos 
bona fide, sine fraude et m

alo ingenio, et quod faciem
us bona fide ab nom

inibus et vassalis et fidelibus nostris 
firm

iter observari. »

（
156
）　« Faciem

us etiam
 illud idem

 jurare om
nes cives T

holosanos et alios hom
ines terre que nobis dim

ittitur ; et 
addetur in juram

ento eorum
 quod ipsi dabunt operam

 effi
cacem

 quod nos servem
us ea ; et si venerim

us contra 
predicta ; vel aliquod predictorum

, ipso facto, de voluntate nostra sint absoluti et ex nunc nos eos absolvim
us a 

fidelitate et hom
agio quibus ipsi tenentur nobis, et om

ni alia obligatione, et adherebunt Ecclesie et dom
ino regi 

contra nos, nisi, infra X
L dies postquam

 fuerim
us am

m
oniti, hoc em

endaverim
us vel juri steterim

us coram
 

Ecclesia de hiis que ad Ecclesiam
 pertinent, et juri coram

 dom
ino rege de hiis que ad ipsum

 pertinent ; et tota 
terra ipsa que dim

ittitur nobis incidet in com
m

issum
 dom

ini regis, et erim
us in eodem

 statu in quo nunc sum
us 

quoad dom
inum

 regem
 et quoad excom

m
unicationem

 et om
nia alia que statuta fuerunt contra nos et patrem

 
nostrum

 in Concilio generali, vel postea. A
ddetur autem

 in juram
ento eorum

 quod ipsi juvabunt Ecclesiam
 contra 

hereticos, credentes et fautores eorum
, et receptatores, et om

nes alios qui Ecclesie contrarii existent occasione 
heresis vel contem

ptus excom
m

unicationis in terra que dim
ittitur nobis et in terris superius nom

inatis, et 
dom

inum
 regem

 juvabunt contra om
nes, et quod eis facient vivam

 guerram
 donec ad m

andatum
 Ecclesie 

revertantur et dom
ini regis. Renovabuntur autem

 juram
enta predicta de quinquennium

, ad m
andatum

 dom
ini 

regis. »

（
157
）　« U

t autem
 predicta om

nia adim
pleantur, et Ecclesie et dom

ino regi plenius et m
elius observentur, tradem

us, 
pro securitate Ecclesie et dom

ini regis, in m
anibus dom

ini regis castrum
 N

arbonense, quod tenebit usque ad 
decennium

, et m
uniet et inforciabit, si visum

 fuerit expedire. Item
 tradem

us ei pro securitate Ecclesie et sua, in 



74

法学研究 85 巻 11 号（2012：11）
m

anibus suis, caput Castrinovi, caput Castri V
auri, castrum

 de M
onte-Cucco, Pennam

 de A
genesio, castrum

 
Cordue, Ruppem

-Perucie, castrum
 V

erduno, castrum
 de V

illam
uro ; et usque ad decennium

 tenbit ea, ita quod 
prim

is V
 annis solvem

us ei pro expensis custodem
, quolibet anno, M

 D
 libras T

uronensium
, non com

putatis in hiis 
sex m

ilibus m
arcarum

 pedictis : in aliis V
 annis, si voluerit tenere, faciet propriis expensis custodiri. D

om
inus rex 

tam
en poterit, si placet Ecclesie et sibi, diruere IV

 castra de predictis, scilicet caput Castrinovi, caput Castri-V
auri, 

V
illam

urum
 et V

erdunum
 ; et propter hoc non dim

inuetur predicta sum
m

a M
 D

 librarum
 T

uronensium
. Redditus 

et proventus castrorum
, et om

nia que jure dom
inii percipiuntur, erunt nostra ; et ipse ad sum

ptus suoa tenebit 
capita ipsorum

 castrorum
 et Corduam

. Et nos habebim
us ibi ballivos nostros, non suspectos Ecclesie et dom

ino 
regi, qui facient justiciam

 hom
inibus, et recipient redditus et proventus predictos. Post decennium

 autem
 restituet 

nobis dom
inus rex capita castrorum

 dictorum
 et Corduam

 libere, salvis conditionibus supradictis, et si predicta 
om

nia quantum
 ad Ecclesia et dom

inum
 regem

 fuerint observata. »

（
158
）　« Pennam

 autem
 de A

lbigesio tradem
us dom

ino regi infra kalendas augusti proxim
as, cum

 aliis castris 
detinendam

 ab eodem
 usque ad decennium

. Si vero illam
 habere non poterim

us usque ad term
inum

 illum
, ex tunc 

obsideri faciem
us, et vivam

 guerram
 fieri, tam

diu quousque ipsam
 habeam

us ; nec pacem
 vel treugam

 faciem
us 

cum
 ipso qui tenet et qui tenebit, donec ipsam

 habeam
us. N

on tam
en propter hoc retardabim

ur a peregrinatione 
transm

arina, de qua superim
us est ordinatum

. Et si usque ad annum
 integrum

 post dictas kalendas augusti 
tradiderim

us dom
ino regi castrum

 predictum
, scilicet Pennam

 de A
lbigesio, erit in conditione predictorum

 
castrorum

, scilicet quod reddet illud nobis dom
inus rex quando reddet alia castra. Si vero post annum

 predictum
 

ipsam
 Pennam

 de A
lbigesio non poterim

us assignare, ex tunc tradem
us eam

 in elem
osinam

 perpetuo T
em

plariis 
vel H

ospitalariis vel aliis religiosis, salvis hereditatibus eorum
 qui se tenent ex parte dom

ini regis, possidendam
 ad 

voluntatem
 legati vel ecclesie Rom

ane tali conditione quod ipsi non alienent ipsam
 a m

anu sua, nec de ipsa 
guerram

 faciant nobis, nisi de m
andato Ecclesie. Et si non potuerint aliqui religiosi inveniri qui velint eam

 habere, 
diruatur om

nio nec possit reedificari sine voluntate ecclesie Rom
ane et dom

ini regis et nostra. Item
 donec dictam
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Pennam
 de A

lbigesio tradem
us dom

ino regi, vel T
em

plariis, vel H
ospitalariis, vel aliis religiosis, sicut dictum

 est, 
tenebit dom

inus rex propter hoc obligatam
 Pennam

 de A
genesio et castrum

 N
arbonense. Si etiam

 infra 
decennium

 dederim
us Pennam

 de A
lbigesio T

em
plariis, vel H

ospitalariis, vel aliis religiosis, ut dictum
 est, tanto 

tem
pore, si voluerit dom

inus rex, post decennium
, sum

ptibus suis tenebit illa duo castra prenom
inata, quanto 

tem
pore distulerim

us tradere Pennam
 de A

lbigesio. Et si post decennium
 etiam

 Penna de A
lbigesio non esset 

acquisita, tam
diu post tem

pus m
em

oratum
 tenebit dom

inus rex illa duo castra, quosque ipsa Penna sit restituta et 
assignata, sicut superius est expressum

. »

（
159
）　« E

t dom
inus rex absolvit cives T

holosanos, et alios hom
ines terre que nobis dim

ittitur, ab om
nibus 

obligationibus factis sibi et patri suo, et com
itibus M

ontisfortis, vel aliis pro eis, et a pena et incursibus quibus sibi 
et patri suo, vel episcopo T

holosano, vel aliis prelatis, vel com
itibus M

ontisfortis se obligaverant, si unquam
 in 

dom
inium

 nostrum
, vel patris nostri, reverterentur, et a sacram

ento, quantum
 ad ipsum

 pertinet, salvis in om
nibus 

et per om
nia conditionibus supradictis. »

（
160
）　

内
訳
は
ロ
ク
ベ
ー
ル
の
も
の
（M

. Roquebert, op.cit., pp.400-407.

）
を
基
に
、
多
少
の
変
更
を
加
え
た
。

（
161
）　« Post pacem

 autem
 Parisius celebratam

 in fine anni, in sequenti anno ab incarnatione D
om

ini M
o CC

o X
X

IX
o 

m
ense iulii [

…] com
ite nondum

 reversus de Francia, qui de voluntate propria rem
anserat in prisone regis Parisius, 

donec m
uri T

holose corruissent et castra et ville fuissent reddita, prout in pace ordinatum
, et esset tradita filia 

eius Iohanna, V
IIII b annos habens, regis nunciis Carcassone » : Chronique, ch.X

X
X

V
III.

（
162
）　« Ludovicus D

ei gratia Francorum
 Rex, universis praesentes litteras inspecturis salutem

 in D
om

inio. N
overit 

universitas vestra quod cum
 Raim

undus filius quondam
 Raim

undi com
itis T

olosani venit ad m
andatum

 Ecclesiae 
atque nostrum

, nos ipsius hom
agium

 sub conditione recepim
us : V

idelicet si ipse om
nia servaret quae instrum

ento 
pacis factae inter Ecclesiam

, nos et ipsum
 continentur. Si autem

 praedictus Raim
undus dicta om

nia quantum
 ad 

nos et Ecclesiam
 non servaret, vel in aliquo contraveniret, nos ipsum

 ex tunc de voluntate sua in eo statu 
reponim

us in quo fuit antequam
 hom

agium
 reciperem

us ipsiusm
 et ipso facto ex tunc in eo statu om

nim
odo erit 
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quod nos et regnum

 nostrum
 in quo tunc fuit, ita quod pro nullo habeatur hom

agium
 praestitum

, et nos et nostri 
facere possem

us currere contra eum
 et occupare terram

 quam
 per pacem

 dim
isim

us ei. N
overitis etiam

 quod nos 
castra ipsius quae usque ad decennium

 tenere debem
us, tenebim

us per m
em

oratum
 spatium

 pro Ecclesiae 
securitate et nostra : Ita quod si dictus Raim

undus conventiones quas habet erga Ecclesiam
 non servaret et 

laederet vel dam
nificaret eandem

, infra decem
 annos quibus castra tenebim

us antedicta, si ipse infra quadraginta 
dies em

endare nolverit, et tunc nos infra duos m
enses em

endare faciem
us. Q

uod si praedicta castra om
nia, 

Ecclesia ea habere voluerit, tradem
us Ecclesiae tenenda, ita quod fructus eorum

dem
 castrorum

 interim
 percipiet 

donec sit satisfactum
 eidem

. Et cum
 fuerit satisfactum

 castra nobis restituet esset vel regni Francorum
 inim

icus. 
Et si forte vellet Ecclesia ipsa castra retinere vel a nobis recipere, nos ipsa tenebim

us donec sit ipsi Ecclesiae 
plenarie satisfacrum

. Si vero post decennium
 contra Ecclessia idem

 Raim
undus de terra illa quae incidet in 

com
issum

 nostrum
 cum

 veniet ad m
anus nostras, restituem

us Ecclesiis possessiones et liberates, et iura rerum
 

im
m

obilium
 quae terra illa dictus Raim

undus Ecclesiis abstulisset, seu etiam
 ipsa Ecclesia am

isisset. U
t autem

 
praem

issa om
nia rata et inconcussa perm

aneant, praesentes litteras sigilli nostri m
unim

ine fecim
us roborari : 

A
ctum

 Parisius annno D
om

ini M
o CC

o vicesim
o octavo, m

ense aprilis »

：A
A

5/6

（cité par G. Catel, op.cit., p.339.

）

　

以
下
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
古
文
書
館
所
蔵
の
証
書
の
摘
示
に
際
し
て
は
、E. Roschach, Inventaire des A

rchives com
m

unales 
antérieures à 1790, t.1, T

oulouse, 1891.
の
整
理
番
号
に
従
う
。

（
163
）　

ロ
ク
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
中
世
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
こ
の
種
の
文
書
は
、
執
拗
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
の
、
こ
の
開
封

王
状
は
強
迫
観
念
に
近
い
も
の
が
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
ロ
ー
マ
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
フ
ラ
ン
ス
国
王
が
、
レ
モ
ン
七
世
の
約
定
に
さ

ほ
ど
信
頼
を
置
い
て
い
な
い
こ
と
の
表
れ
と
見
て
い
る
：M

. Roquebert, op.cit., p.416.

（
164
）　« A
m

alricus, com
es M

ontifortis et Leycestrie, universis presentes litteras inspecturis salutem
 in D

om
ino. 

N
overit universitas vestra, quod nos libere et absolute quitavim

us clare m
em

orie dom
ino nostro Ludovico, regi 

Francie illustri, et heredibus ejus in perpetuum
, quidquid nobis juris com

petebat vel com
petere poterat in 

com
itatu T

holosano, vicecom
itatu Bitterrensi et in tota conquesta de A

lbigesio, prom
ittentes quod in rebus 
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supradictis nichil juris nos nec heredes nostri de cetero poterim
us reclam

are, nec etiam
 pro pace, quam

 dom
inus 

noster Ludovicus rex Francie illustris, filius quondam
 supradicti dom

ini nostri regis, fecit cum
 Raim

undo com
ite 

T
holosano vel facturus sit in posterum

 cum
 aliis de terra. N

ec ipse dom
inus rex nobis propter hec tenetur in 

aliquo, nisi ipse, predictam
 quitationem

 et fidele servicium
 nostrum

 respiciens, de gratia et liberalitate nobis velit 
aliquid elargiri. In cujus rei m

em
oriam

 et testim
onium

, presentes litteras sigilli nostri m
unim

ine fecim
us roborari. 

A
ctum

 anno D
om

ini M
o CC

o X
X

o IX
o, m

ense aprilis » : H
G

L, t.V
III, cc.894-895.

（
165
）　

一
二
一
五
年
一
二
月
一
四
日
付
の
教
皇
書
簡
（H

G
L, t.V

III, cc.681-682.

）
で
は
、
公
会
議
の
決
定
と
し
て
、
①
前
ト
ゥ
ー
ル
ー

ズ
伯
レ
モ
ン
六
世
は
、
長
ら
く
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の
下
に
所
領
を
統
治
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
確
証
さ
れ
て
お
り
、
分
不
相
応
で
あ
る
所

領
の
統
治
権
の
行
使
か
ら
永
久
に
遠
ざ
け
ら
れ
、
そ
の
罪
を
償
う
に
相
応
し
い
所
領
外
の
土
地
を
あ
て
が
わ
れ
、
教
会
に
大
人
し
く
従
う

限
り
、
歳
費
と
し
て
銀
貨
四
百
マ
ル
ク
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
・
②
ア
ル
ビ
十
字
軍
の
征
服
地
は
、
最
も
異
端
に
毒
さ
れ
た
都
市
モ
ン

ト
ー
バ
ン
と
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
共
々
、
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
伯
シ
モ
ン
に
与
え
ら
れ
る
（
但
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
と
教
会
の
諸
権
利
は
除

く
）・
③
残
り
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
前
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
の
一
人
息
子
が
そ
の
土
地
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
統
治
す
る
に
相
応
し
く
成

年
に
達
す
る
ま
で
、
教
会
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
平
和
と
信
仰
を
守
る
に
相
応
し
い
人
物
に
委
ね
ら
れ
る
（
そ
の
結
果
、
ヴ
ナ
ス
ク
伯
領
、

プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
侯
領
の
一
部
、
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
公
領
東
部
が
、
レ
モ
ン
七
世
に
残
さ
れ
る
）
べ
き
こ
と
、
が
確
認
さ
れ
て
い
る
：

« Innocentius episcopus servus servorum
 D

ei, universis Christi fidelibus ad quos litere iste pervenerint salutem
 et 

apostolicam
 benedictionem

. [

…] ut Raim
undus quondam

 T
holosanus com

es qui culpabilis repertus est in utroque, 
nec unquam

 sub ejus regim
ine terra posset in pacis et fidei statu servari, sicut a longo tem

pore certis indiciis est 
com

pertum
, ab ejus dom

inio quod utique prave ejessit perpetuo sit exclusus, extra terram
 ipsam

 in loco ydoneo 
m

oraturus ubi dignam
 agat penitenciam

 de peccatis. V
erum

tam
en de proventibus terre pro substentatione sua 

quadringentas m
archas percipiat annuatim

, quam
diu curaverit hum

iliter obedire. [

…] T
ota vero terra quam

 
obtinuerunt crucesignati adversus hereticos, credentes, fautores et receptatores eorum

 cum
 M

ontealbano et 
T

holosa, que m
agis extitit heretica labe corrupta, dim

itatur et concedatur, salvo per om
nia catholicorum

 jure 
virorum

, m
ulierum

 et ecclesiarum
, Sim

oni com
iti M

ontisfortis, viro strenuo et catholico, qui plus ceteris in hoc 
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negotio laboravit, ut eam

 teneat ab iis quibus est de jure tenenda. Residua terra, que non fuit a curcesignatis 
obtenta, custodiatur ad m

andatum
 Ecclessie per viros idoneos, qui negotium

 pacis et fidei m
anuteneant et 

deffendant ut provideri possit unico adholescenti filio prefati com
itis T

holosani, postquam
 ad legitim

am
 eatem

 
pervenerit, si talem

 se studuerit exhibere. Q
uod toto vel in parte ipsi m

erito debeat provideri, prout m
agis 

videbitur expedire. [

…] D
atum

 Laterani X
o V

III o kalendas januarii, pontificatus nostri anno X
o V

IIII o. »

　

な
お
、
第
四
回
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
に
お
け
る
決
定
を
め
ぐ
る
経
緯
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
166
）　

前
掲
註（
161
）参
照
。

（
167
）　« Raim

undus, D
ei gratia com

es T
holose, universis ad quos presentes pervenerint, salutem

. N
otum

 facim
us, 

quod per dictum
 karissim

i consanguinei nostri T
h., Cam

panie et Brie com
itis palatini, in quem

 com
prom

isim
us, 

viginti cives T
holose de voluntate nostra et ipsorum

 in hostagiis karissim
i dom

ini nostri Ludovici, regis Francorum
 

illustris, rem
anebunt quosque quingente tesie rapinales m

urorum
 T

holose sint dirute, et totidem
 tesie fossatorum

 
sint im

plete, in qua parte T
holose dom

inus rex et dom
inus legatus voluerint. Et cum

 hoc dicto dom
ino regi 

constiterit, eos debet a suis ostagiis liberare et facere conduci in terram
 suam

. Q
uorum

 civium
 nom

ina 
supponuntur : Guido de Cavelleone m

iles, Raim
undus de Castronovo, Bertrandus de M

ontibus, H
ugo de Roais, 

U
golinus de Ponte, Ernaudus dʼEcalquens, Pontius O

rtolanus, Ernaudus Barravus, Raim
undus Y

sarnus, Bernardus 
de M

irem
ont, Raim

undus de Ponte, Y
spanus Guarinus, Bertrandus de Garrigues, Petrus de Cociano, Petrus de 

M
ontibus, Bernardus de V

illanova, Petrus de T
holosa, M

oranz, Raim
undus filius senescalli U

golinus de A
lfario, 

filius U
gonis Johannis. Juraverunt autem

 prenom
inati cives, quod quam

 cito ab ostagiis predictis liberati 
recesserint, conventiones de diruendis om

nio m
uris T

holose et im
plendis fossatis, sicut inter sepedictos dom

inum
 

nostrum
 regem

 et dom
inum

 legatum
 et nos convenit, bona fide et effi

caciter persequentur. A
ctum

 Parisius, annno 
D

om
ini M

o CC
o vicesim

o octavo, m
ense aprilis » : H

G
L, t.V

III, cc.892-893.

（
下
線
部
著
者
）

（
168
）　

先
に
挙
げ
た
マ
ン
デ
ィ
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
「
和
平
派
貴
族
」
た
る
権
門
（
カ
ス
テ
ル
ノ
ー
家
、
ド
・
モ
ン
ス
家
、
ル
エ
家
、

デ
ュ
＝
ポ
ン
家
、
デ
カ
ル
カ
ン
家
、
バ
ロ
ー
家
、
ド
・
ク
ッ
サ
家
、
モ
ラ
ン
家
、
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
家
、
等
）
が
、
レ
モ
ン
七
世
の
諮
問
会
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議
の
大
勢
を
占
め
て
い
た
と
さ
れ
る
：
前
掲
註（
100
）参
照
。

（
169
）　« Ludovicus D

ei gratia Francorum
 rex, universis ad quos praesentes literae pervenerint salutem

. N
overit 

universitas vestra quod Raim
undus filius quodam

 Raim
undi com

itis T
olosani rem

ansit in prisione Parisiis apud 
Luparam

 ad petitionem
 suam

 et de propria ipsius voluntate pro pleniori Ecclesiae securitate et nostra, donec idem
 

Raim
undus filiam

 suam
 in potestate nostra apud Carcassonam

 N
unciis nostris tradiderit, et quinque Castra 

videlicet Castrum
 N

arbonense, Penam
 in A

genensi, Rupem
 Parvae, Cordam

 et V
erdum

 nostris sim
iliter N

unciis 
assignaverit, ita quod cum

 filiam
 suam

 et dicta Castra sicut praem
issum

 est tradiderit et de hoc nobis et Rom
ano 

sancti A
ngeli D

iacono, cardinali, A
postlicae sedis legato constiterit, idem

 Raim
undus libere revertetur, et cum

 eo 
revertentur Claudius de Cavaillone, Raim

undus de Castronovo, Bertrandus D
escalquens, Pontius O

rtolanus, A
. 

Barraux, Raim
undus Y

sarnus, B. de V
illa-nova, Petrus de T

olosa, M
auran R

…, filius A
egidii H

ugonis de A
lfario et 

filius H
ugonis Ioannis, qui ad m

aiorem
 securitatem

 Ecclessiae et nostra rem
anserant obsides cum

 eodem
 penes 

nos, in ostagio rem
anebunt donec nobis et eidem

 legato constiterit quod de m
uris T

olosanis dirutum
 sit usque ad 

quingentas taysias raptales in parte illae videlicet quae circuit Castrum
 N

arbonnense. Ita quod ad ipsum
 Castrum

 
liber parteat accessus et repleta sint idem

 ad plenum
 fossata. Q

uod cum
 factum

 fuerit et de hoc nobis dicto legato 
constiterit, iidem

 obsides libere revertantur. In cuius rei testim
onium

 sigillum
 nostrum

 praesentibus literis 
duxim

us apponedum
. A

ctum
 Parisius annno D

om
ini M

o CC
o vicesim

o octavo, m
enso aprilis »

：A
A

5/5

（cité par 
Catel, op.cit., p.338.

）

（
170
）　

こ
の
点
に
つ
き
、
ロ
ク
ベ
ー
ル
は
、
収
監
が
伯
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
以
上
、
身
体
的
拘
束
は
な
く
身
分
に
相
応
し
い
扱
い

を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
後
約
一
ヵ
月
半
に
及
ん
だ
人
質
生
活
が
精
神
的
苦
痛
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像

で
き
、
し
た
が
っ
て
伯
に
よ
る
人
質
の
申
し
出
は
、
ロ
ー
マ
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
フ
ラ
ン
ス
王
権
の
苛
酷
な
要
求
に
抗
え
る
状
況
に
な

か
っ
た
と
い
う
点
に
尽
き
る
、
と
し
て
い
る
：M

. Roquebert, op.cit., p.417.

（
171
）　« legatus [

…] prem
issis ad terras pro diruendis castris crucesignatis cum

 indulgentia infinitis, qui venturi 
erant cum

 arm
is nisi pax intervenisset »

：Chronique, ch.X
X

X
V

III.
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（
172
）　« Raim

undus, D
ei gratia com

es T
olose, nobili viro Rogerio Bernardi com

iti Fuxensi, sic transire per bona 
tem

poralia ut non am
ittat eterna. N

overitis quod cum
 venissem

us in Franciam
 ad colloquium

 venerabilis ac dilecti 
patris nostri R., D

ei gratia Sancti A
ngeli diaconi cardinalis, A

postolice sedis legati, et karissim
i dom

ini nostri 
illustris regis Francie, a form

a tractatus pacis, quam
 vobis ostendim

us, de consilio com
itis Cam

panie et aliorum
 

am
icorum

 nostrorum
 ex toto recessim

us, ponentes nos in voluntate dom
ini regis et dom

ini cardinalis, et certe, 
m

ediante divina gratia, m
eliorem

 pacem
 habuim

us, quam
 aliter haberem

us. [

…] D
atum

 Parisius, in festo sancti 
M

archi evangeliste »

：H
G

L, t.V
III, cc.903-904.

　

但
し
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
「
全
く
か
け
離
れ
て
し
ま
っ
たex toto recessim

us

」
と
い
う
表
現
は
意
味
深
長
で
あ
り
、

注
意
が
必
要
で
あ
る
：M

. Roquebert, op.cit., pp.386-387.

（
173
）　« Factus ergo m

iles idem
 com

es a dom
ino rege in festo Penthecostes, m

ox im
pletis que pcta fuerant, ad 

propria est reversus » : Chronique, ch.X
X

X
V

III.

（
174
）　

同
時
代
人
で
あ
る
ギ
ョ
ー
ム
・
ダ
ン
ド
ル
師
の
年
代
記
の
記
述
に
よ
れ
ば
、「
前
述
の
ル
イ
の
息
子
で
あ
り
、
未
だ
一
二
歳
の
ル
イ

は
、
ラ
ン
ス
司
教
が
空
位
で
あ
る
た
め
、
ソ
ワ
ソ
ン
司
教
ジ
ャ
ッ
ク
に
よ
っ
て
ラ
ン
ス
で
王
と
し
て
聖
別
さ
れ
る
前
に
、
ソ
ワ
ソ
ン
で
騎

士
に
叙
さ
れ
たLudovicus adhuc duodenis dicti Ludovici filius Suessonis prom

otus in M
ilitem

, Rem
is a dom

ino 
Jacobo Suessionum

 Episcopo quia sedes Rem
ensis vacabat, in Regem

 solem
niter consecratur

」
と
さ
れ
る
：D

om
 L. 

dʼA
chery, Spicilegium

 sive collectio veterum
 aliquot scriptorum

, 2
e éd., t.2, Paris, 1723, p.866. 

シ
ヴ
ェ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、

ソ
ワ
ソ
ン
伯
ラ
ウ
ル
・
ド
・
ネ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
こ
の
騎
士
叙
任
式
が
執
り
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
：G. Sivéry, op.cit., p.31.

（
175
）　

中
世
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
王
は
何
よ
り
も
ま
ず
騎
士
王
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
騎
士
へ
の
叙
任
は
騎
士
と
し
て
の
資
質
を

伴
っ
た
、
一
人
前
の
男
と
み
な
し
得
る
年
齢
に
達
し
て
か
ら
行
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
鑑
み
れ
ば
、
未
だ
子
供
の
王
た
る

ル
イ
九
世
は
、
騎
士
王
と
し
て
の
正
当
性
を
問
わ
れ
得
る
立
場
に
あ
り
、
封
建
慣
習
法
に
則
っ
て
フ
ラ
ン
ス
国
王
自
ら
が
レ
モ
ン
七
世
を

騎
士
に
叙
す
る
こ
と
は
、
ヴ
ァ
ン
ド
ー
ム
条
約
後
も
王
権
に
反
感
を
抱
く
大
諸
侯
を
抑
え
る
意
味
を
も
有
し
て
い
た
と
目
さ
れ
る
：J. 

LeGoff, op.cit., pp.96-97 et 108-109.　

特
に
、
ル
イ
九
世
の
騎
士
叙
任
が
持
つ
重
要
性
に
つ
い
て
は
、J. Richard, Lʼadoublem

ent 
de Saint Louis, Journal des Savants, 1988, pp.207-217

を
参
照
。
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（
176
）　M

. Roquebert, op.cit., p.424.
（
177
）　

モ
ー
和
約
（
§
４
）
に
お
い
て
レ
モ
ン
七
世
へ
の
返
還
が
定
め
ら
れ
た
サ
ン
＝
タ
ン
ト
ナ
ン
に
つ
い
て
、
パ
リ
和
約
に
は
一
切
規
定

が
な
く
、
当
時
王
権
の
実
効
支
配
下
に
あ
っ
た
と
目
さ
れ
る
：M

. Roquebert, op.cit., p.392.

（
178
）　« Raim

undus, D
ei gratia com

es T
holosanus, om

nibus ad quos presentes littere pervenerit salutem
. N

overit 
universitas vestra, quod cum

 in venerabilem
 patrem

 nostrum
 Rom

anum
, Sancti A

ngeli diaconum
 cardinalem

, 
A

postolice sedis legatum
, et nobilem

 virum
 T

h. com
item

 Cam
panie karissim

us dom
inus noster Ludovicus rex 

Francie illustris et nos com
prom

iserim
us, de excam

bio pro Sancto A
ntonio nobis faciendo, et pro eo quod in 

civitate Caturcesi et feodis aliis, que bone m
em

orie rex Philippus habebat in Caturcensio tem
pore m

ortis sue, que 
om

nia eidem
 dom

ino regi rem
anent per pacem

 inter ipsum
 et nos factam

, que tam
en nos reclam

abam
us, tandem

 
idem

 dom
inus legatus et com

es Cam
panie dictum

 suum
 protulerunt in hunc m

odum

：videlicet quod de M
 et D

 
libris T

uronensium
, quas per com

positionem
 inter ipsum

 dom
inum

 regem
 et nos factam

 eidem
 dom

ino regi 
singulis annis debebam

us per quinquennium
 persolvere propter custodiam

 castrorum
, que pro securitate Ecclesie 

et sua debet si voluerit usque ad decennium
 custodire, absoluti fuim

us penitus et im
m

unes, et predicta dom
ino 

regi et heredibus suis libere rem
anent et quiete. N

os autem
 prolatam

 dictam
 prolationem

 approbantes, presenti 
pagine sigillum

 nostrum
 super hec duxim

us apponendum
. A

cta apud Lorriacum
, anno dom

ini M
o CC

o X
X

o IX
o, 

m
ense junio » : H

G
L, t.V

III, cc.901-902.

（
179
）　

一
二
〇
四
年
四
月
付
の
ア
ラ
ゴ
ン
王
の
証
書
（H

G
L, t.V

III, cc.518-522.

）
に
よ
れ
ば
、
ル
エ
ル
グ
の
ミ
ロ
ー
で
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ

伯
レ
モ
ン
六
世
と
会
見
し
た
ペ
ド
ロ
二
世
は
、
都
市
ミ
ロ
ー
と
シ
ラ
ク
、
グ
レ
ー
ズ
、
マ
ル
ヴ
ェ
ジ
ョ
ル
そ
の
他
の
城
砦
、
即
ち
ミ
ロ
ー

お
よ
び
ジ
ェ
ヴ
ォ
ー
ダ
ン
副
伯
領
（
証
書
で
は
、「
ミ
ロ
ー
お
よ
び
ジ
ェ
ヴ
ォ
ー
ダ
ン
伯
領com

itatu de A
m

illiauo et de 
Gavaldano

」
と
な
っ
て
い
る
）
に
お
け
る
全
領
主
権
を
担
保
に
、
レ
モ
ン
六
世
か
ら
モ
ギ
オ
貨
で
一
五
万
ソ
ル
（
＝
銀
貨
三
千
マ
ル

ク
）
の
融
資
を
取
り
付
け
た
と
さ
れ
る
：« In nom

ine D
om

ini nostri Jhesu Christi, anno ejusdem
 Incarnationis M

CCIIII, 
m

ense aprili. N
os D

ei gratia P [etrus] rex A
ragonensis, com

es Barcilonie, confitem
ur et in veritate recognoscim

us 
nos m

utuo accepisse a vobis R. D
ei gratia duce N

arbonensi, com
ite T

holose, m
archione Provincie, CL

m solidos 
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M

elgoriensium
, de quibus nobis satisfactum

 solutione et num
eratione profitem

ur, ita quod deinceps exceptionem
 

non num
erate peccunie opponere non possim

us, im
o illi specialiter renunciam

us. Q
uam

 etiam
 peccuniam

 in 
utilitatem

 nostram
 versam

 esse recognoscim
us pro predicta vera quantitate, per nos et successores nostros. Et 

jure pignoribus, bona fide, sine dolo tradim
us cum

 hac carta vobis predicto R. com
iti et successoribus vestris, 

scilicet burgum
 quod vulgo vocatur A

m
ilianum

, et castrum
 de Chirac, et castrum

 de Greze, et castrum
 de 

M
onnar, [

…] cum
 om

nibus pertinentiis eorum
 et cum

 om
ni jurisdictione in m

ilitibus et aliis hom
inibus et fem

inis. 
Item

 quicquid habem
us in feudis vel feudalibus vel retrofeudalibus, alodiis, dom

inicaturis, prediis, vineis, herem
is 

et condirectis, aquis, aquarum
 decursibus, venationibus, piscationibus, pascuis, m

olendinis, usaticis, pedaticis, lesdis, 
furnis, sestaralagiis, firm

anciis, justiciis et reditibus notariorum
 et instrum

entorum
, et generaliter quicquid 

habem
us vel possidem

us, vel aliquis nom
ine nostro habet vel possidet in toto com

itatu de A
m

iliano et de 
Gavaldano, sicut nos vel aliquis de genere nostro m

elius habuit vel possedit

… »

（
180
）　M

. Roquebert, op.cit., pp.424-425.

（
181
）　« Ludovicus, D

ei gratia Francie rex, universis am
icis et fidelibus suis in Ruthenensi episcopatu constitutis 

salutem
 et dilectionem

. N
overitis, quod nos ab hom

agiis et fidelitatibus de om
nibus iis, que habetis in episcopatu 

Ruthenensi, de quibus videlicet hom
agia seu fidelitates clare m

em
orie genitori nostro vel nobis prestitistis, vos 

absolvim
us, salvis conditionibus que in carta inter nos et dilectum

 consanguinem
 et fidelem

 nostrum
 R. com

item
 

T
holosanum

, super pace cum
 Ecclesia et nobiscum

 confecta, continentur. U
nde vobis m

andam
us, ut de illis 

hom
agia et fidelitatem

 eidem
 T

holosano com
iti faciatis. A

ctum
 apud M

oretum
, anno D

om
ini M

o CC
o X

X
o IX

o, 
m

ense junii » : H
G

L, t.V
III, c.902.

（
182
）　« Raim

undus, D
ei gratia com

es T
holosanus, om

nibus presentes litteras inspecturis salutem
. N

overitis quod 
cum

 karissim
us dom

inus noster Ludovicus, rex Francie illustris, A
m

ilianum
 et ea que in episcopatu Ruthenensi ad 

A
m

ilianum
 pertinent nobis, salvo jure alieno, restituerit, nos eidem

 dom
no nostro bona fide prom

isim
us, quod in 

curia ejus juri stabim
us de predictis erga quem

libet conquerentem
. In cujus rei testim

onium
, presenti pagine 
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sigillum
 nostrum

 duxim
us apponendum

. A
ctum

 apud M
oretum

, anno D
om

ini M
o CC

o X
X

o IX
o, m

ense junii » : Ibid.
（
183
）　

ル
イ
九
世
と
レ
モ
ン
七
世
は
、
証
書
の
中
で
互
い
を
「
か
く
も
親
愛
な
るkarissim

us

」
と
呼
び
合
い
、
共
に
友
愛
を
強
調
し
て

い
る
。

（
184
）　E. Lavisse (éd.), op.cit., p.9; Z. O

ldenbourg, op.cit., p.253.

（
185
）　
「
そ
れ
ら
の
条
項
（
モ
ー
和
約
）
は
、
そ
の
後
四
月
に
パ
リ
で
決
定
さ
れ
た
も
の
と
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
」（H

G
L, t.V

I, 
p.631

）； 
「
こ
の
合
意
（
モ
ー
和
約
）
の
本
文
は
、
三
ヵ
月
後
に
パ
リ
で
恭
し
く
署
名
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
和
約
の
本
文
と
ほ
と
ん
ど
同

じ
で
あ
る
」（P. Belperron, op.cit., p.388.

）

（
186
）　

前
掲
註（
172
）参
照
。

（
187
）　« ut est quod T

holosam
 et episcopatum

 T
holosanum

 sibi in vita concessum
 tantum

, nulli posset ibi ius 
reclam

are, nisi soli ex ipsa fillia et fratre eiusdem
 regis tantum

m
odo descendentes. Item

 suffi
ceret ad penam

 eum
 

esse quinquennio ultra m
are. Item

 quod totam
 aliam

 terram
 ultra episcopatum

 T
holosanum

 verus orientem
 infra 

Rodanum
 et ultra regi quitavit et Ecclesie, ac dim

isit » : Chronique, ch.X
X

V
II.

（
188
）　J. Richard, op.cit., p.102.

（
189
）　

前
掲
註（
79
）（R

aim
undus, D

ei gratia N
arbonensis dux, com

es T
holosae et m

archio Provinciae

…
）
お
よ
び（
118
）

（R
aim

undus, D
ei gratia com

es T
holosanus

…
）
参
照
。

（
190
）　

ロ
ク
ベ
ー
ル
は
こ
れ
を
、
一
二
一
五
年
の
第
四
回
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
で
の
決
定
（
前
掲
註（
165
）参
照
）
以
来
、
レ
モ
ン
七
世
に
は

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
そ
の
他
の
称
号
を
名
乗
る
資
格
が
無
い
、
と
い
う
王
権
と
教
会
の
認
識
の
反
映
で
あ
り
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
の
称
号
に

限
っ
て
回
復
さ
れ
た
も
の
と
見
る
：M

. Roquebert, op.cit., p.400.

（
191
）　P. Belperron, op.cit., pp.391-392.

（
192
）　P. Bonnassie et G. Pradalié, op.cit., p.10.

（
193
）　J. Richard, op.cit., pp.102-103.

（
194
）　Ibid., loc.cit.; E. Lavisse (éd.), op.cit., p.8; E. Boutaric, Saint Louis et A

lfonse de Poitiers, Paris, 1870, pp.64-65.

（
195
）　H

G
L, t.V

I, pp.639-640.
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（
196
）　M

.-B. Brugière, U
n précédent à la loi salique? lʼexclusion des fem

m
es dans la m

aison de T
oulouse et de 

T
ripoli, in M

ém
oires de lʼA

cadém
ie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de T

oulouse, 1979, pp.141 et suiv.
（
197
）　P. Belperron, op.cit., p.389.

（
198
）　Z. O

ldenbourg, op.cit., p.253; M
. Roquebert, op.cit., p.412.

（
199
）　

プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
伯
レ
モ
ン
＝
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
五
世
の
三
番
目
の
娘
サ
ン
シ
ー
（
一
二
四
一
年
）、
ラ
＝
マ
ル
シ
ュ
伯
女
マ
ル
グ
リ
ッ
ト

（
一
二
四
三
年
）、
同
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
伯
の
四
番
目
の
娘
ベ
ア
ト
リ
ス
（
一
二
四
五
年
）
と
の
婚
姻
を
相
次
い
で
画
策
し
た
が
、
い
ず
れ
も

失
敗
し
て
い
る
：W

. A
. Sibly and M

. D
. Sibly, op.cit., pp.100-101, n.85.

（
200
）　P. Belperron, op.cit., p.393.

（
201
）　

前
掲
註（
178
）参
照
。

（
202
）　

ロ
ク
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
銀
貨
二
万
四
千
マ
ル
ク
は
純
銀
五
八
七
二
瓩
に
相
当
す
る
大
金
で
あ
り
（M

. Roquebert, op.cit., 
p.406.

）、
一
二
〇
四
年
に
レ
モ
ン
六
世
が
、
ミ
ロ
ー
お
よ
び
ジ
ェ
ヴ
ォ
ー
ダ
ン
副
伯
領
を
担
保
に
ア
ラ
ゴ
ン
王
ペ
ド
ロ
二
世
に
用
立
て
た

額
の
八
倍
で
あ
る
：
前
掲
註（
179
）参
照
。

（
203
）　M

. Roquebert, op.cit., pp.407 et 411.

（
204
）　

前
掲
註（
173
）・（
178
）参
照
。

（
205
）　P. Belperron, op.cit., p.393; Z. O

ldenbourg, op.cit., p.257; P. Bonnassie et G. Pradalié, op.cit., p.10.

（
206
）　« Eratque pietas virum

 tantum
 videre, qui tanto tem

pore tot et tantis nationibus poterat restitisse, duci 
nudum

 in cam
isia et braccis et nudis pedibus ad altare »

：Chronique, ch.X
X

X
V

II.

（
207
）　Z. O

ldenbourg, op.cit., p.254.　

こ
の
点
に
つ
き
ル
＝
ゴ
フ
は
、
異
端
な
い
し
異
端
支
援
と
い
う
レ
モ
ン
七
世
の
「
不
名
誉

infam
ie

」
が
、「（
悔
悛
・
赦
免
と
い
う
）
屈
辱
的
で
か
つ
印
象
に
残
る
儀
式cérém

onie hum
iliante et im

pressionnante

」
に

よ
っ
て
雪
が
れ
た
と
し
て
、
儀
礼
に
お
け
る
互
酬
性
な
い
し
相
補
性
を
指
摘
し
て
い
る
：J. Le Goff, op.cit., p.108.

（
208
）　Z. O

ldenbourg, op.cit., pp.255 et 257-258.

（
209
）　H

G
L, t.V

I, p.638; M
. Roquebert, op.cit., p.410.

（
210
）　

前
掲
註（
165
）参
照
。
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（
211
）　

前
掲
註（
93
）参
照
。

（
212
）　Z. O

ldenbourg, op.cit., p.257.
（
213
）　

前
掲
註（
123
）・（
124
）参
照
。

（
214
）　P. Bonnassie et G. Pradalié, op.cit., p.12.

（
215
）　

前
掲
註（
164
）参
照
。

（
216
）　

ヴ
ェ
セ
ッ
ト
師
に
よ
れ
ば
、
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
に
よ
る
東
部
所
領
の
返
還
は
、
レ
モ
ン
七
世
の
要
請
を
受
け
た
摂
政
母
后
ブ

ラ
ン
シ
ュ
と
ル
イ
九
世
の
積
極
的
な
働
き
か
け
に
よ
る
と
さ
れ
る
：H

G
L, t.V

II, pp.90-93.

（
217
）　«In nom

ine sancte et individue T
rinitatis. Fridericus secundus divina favente clem

entia Rom
anorum

 
im

perator sem
per augustus, Jerusalem

 et Sicilie rex. [

…] H
ac igitur consideratione com

m
oniti, illustris nochilom

inus 
viri dilecti, affi

nis et fidelis nostri, Ram
undi com

m
itis T

holosani, fide et devotione pensatis, recepto ab eo pro parte 
Im

perii fidelitatis et hom
agii juram

ento, de m
unificentia gratie nostre, qua bene m

eritos et devotos nostros 
benigne consuevim

us prevenire, donam
us, concedim

us et confirm
am

us sibi et heredibus suis terram
 V

enesini et 
totam

 aliam
 terram

, quam
 in Im

perio sive in regno A
relatensi et V

iennensi ipse vel antecessores sui habere et 
tenere consueverunt, videlicet civitates, castra, villas, cum

 plena jurisdictione, cum
 om

nibus feudis et solitis 
pedagiis, usaticis et saunariis in ydiom

ate ipso, que latine saline dicuntur, et cum
 om

nibus aliis justiciis, juribus et 
pertinentiis ejusdem

 terre, restituentes eum
dem

 com
item

 in pristinam
 dignitatem

 m
archionatus Provincie, quam

 
antecessores sui sim

iliter habuernt, statuenes et im
periali edcito firm

iter injungentes, ut nulla om
nio persona, alta 

vel hum
ilis, ecclesiastica el secularis, dictum

 com
item

 vel heredes suos de predictis om
nibus, sub pena m

ille 
librarum

 auri puri, im
pedire seu m

olestare presum
at, m

edietatem
 cujus cam

ere nostre et aliam
 m

edietatem
 passis 

injuriam
 persolvendam

 decrevim
us ad eo vel ab hiis, qui contra hujus nostre m

ajestatis edcitum
 fuerint ausu 

tem
erario presum

ptores. [

…] A
cta sunt hec anno dom

inice Incarnationis M
o CC

o X
X

X
IV

o, m
ense septem

bris octave 
indictionis, im

perante dom
ino nostro Friderico, D

ei gratia invictissim
o Rom

anorum
 im

peratore sem
per augusto, 

[

…] D
atum

 apud M
ontem

flasconem
, anno, m

ense et indictione prescriptis » : H
G

L, t.V
III, cc.979-981.
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（
218
）　« D

e form
a vero pacis non m

ea interest scribere, cum
 vulgata et scripta a pluribus habeatur » : Chronique, 

ch.X
X

X
V

II.
（
219
）　« quod de pluribus conditionibus in predicta pace optentis et contentis unaqueque per se sola suffi

ceret quasi 
ad redem

ptionis precium
 si rex eundem

 com
item

 invenisset adversus se in cam
pestri prelio et cepisset [

…] 
T

aceoque de ceteris, quorum
 se supposuit gravitatibus, quibus si captus esset, m

ulctatus plurium
 videretur, ut 

quod factum
 fuit, factum

 credatur non per hom
inem

, sed per D
eum

 » : Ibid., loc.cit.

（
220
）　T

om
ier et P

laisi 

― « T
an trop de razos que dire? Q

ue non sai vas cal m
e vire ; M

as chascus pes e 
consire Et en T

olosa se m
ire, Q

uʼil plus rics a pietz dʼaucire. E qui sen avia M
ais valria guerreges Q

ue sʼavol plag 
fazia? » : H

istoire Littéraire de la France, t.X
V

II, Paris, 1832, p.595.

（
221
）　Bernard de La Barthe 

― « D
e patz ducs quʼes com

s e m
arques, E patz de clercs e de Frances!  Patz sitot 

sʼes bonʼ e ferm
a e segura, Patz dʼam

istat quʼa tot estion gen, Patz quʼa facha pros hom
 e leialm

en, Patz com
 puesc 

om
 ben am

ar ses rancura, Bona patz m
i platz cant dura, E patz forsada no m

 platz ges; D
ʼavol patz ven m

ais m
als 

que bes » : Ibid., p.589.

（
222
）　Guilhem

 M
ontanhagol 

― « Sirventes, vay al pro com
te dese D

e T
oloza ; m

em
bre. lh que fag li an E guart se 

dʼels dʼesta ora enan » : Coulet, Le troubadour G
uilhem

 M
ontanhagol, T

oulouse, 1898, p.89.

（
223
）　Guillem

 Figueira 

― « Rom
e, tant es grans la vostre forfaitura Q

ue D
ieu e sos sans engitatz a non-cura ; T

ant 
etz m

al renhans, Rom
a falsa e tafura Per quʼen vos sʼescon Ei-s m

agra ei-s cofon Lo jois dʼaquest m
on. E faitz gran 

desm
esura D

el com
te Raim

on » : A
. Jeanroy, La poésie lyrique des troubadours, T

oulouse-Paris, 1934, t.I, p.379.

（
224
）　P. Bonnassie et G. Pradalié, op.cit., p.12.

（
225
）　

ロ
ク
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
ギ
レ
ム
・
フ
ィ
ゲ
ラ
が
用
い
て
い
るdesm

esura

の
語
は
、
当
時
の
詩
歌
に
お
い
て
「
慈
悲
」・「
名

誉
」・「
忠
誠
」
に
対
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
：M

. Roquebert, op.cit., p.407.

（
226
）　Z. O

ldenbourg, op.cit., p.252; M
. Roquebert, op.cit., pp.413-414.

（
227
）　M

. Roquebert, op.cit., pp.382 et 412.
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（
228
）　

ヴ
ァ
ン
ド
ー
ム
条
約
か
ら
パ
リ
和
約
ま
で
の
政
情
不
安
に
つ
い
て
は
、G. Sivéry, op.cit., pp.377-382. 

参
照
。

（
229
）　J. Le Goff, op.cit., pp.103 et 105.

（
230
）　P. Bonnassie et G. Pradalié, op.cit., p.12.

（
231
）　

パ
リ
和
約
（
§
22
）
に
お
い
て
、
レ
モ
ン
七
世
は
自
身
に
残
さ
れ
た
全
所
領
に
つ
い
て
、
ル
イ
九
世
に
忠
臣
礼
を
捧
げ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
、
歴
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
に
よ
っ
て
授
封
さ
れ
て
来
た
ア
ジ
ャ
ン
一
帯
と
ケ
ル
シ
ー
、
そ
し
て
レ
モ
ン

六
世
が
か
つ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
に
宗
主
権
を
認
め
た
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
が
含
ま
れ
て
い
た
た
め
、
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
ヘ
ン
リ
ー

三
世
は
、
こ
う
し
た
パ
リ
和
約
を
阻
止
す
べ
く
、
そ
の
締
結
直
前
に
以
下
の
信
任
状
を
携
え
た
使
者
（
聖
職
者
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
・
デ
・

ア
ー
デ
ン
、
ボ
ル
ド
ー
市
民
三
名
）
を
相
次
い
で
レ
モ
ン
七
世
の
元
に
派
遣
し
て
い
る
が
、
奏
効
し
て
い
な
い
：T

h. Rym
er, 

Foedera, conventiones, literae, et cujuscunque generis acta publica, inter reges A
ngliae, et alios quosvis im

peratores, 
reges, pontifices, principes, vel com

m
unitates, 3

e éd., t.1-1 et 2, La H
aye, 1745, p.106.

【
一
二
二
九
年
三
月
四
日
付
の
信
任
状
】（A

n.13. H
.3. Claus.13. H

.3. m
.14.d.

）

　

« Rex R. Com
iti T

holos. sic transire per bona tem
polaria, ne am

ittat aeterna. M
ittim

us ad vos, dilectum
 et 

fam
iliarem

 Clericum
 nostram

, M
agistrum

 Philippum
 de A

rdern. In cujus ore quaedam
 posuim

us, vobis 
plenius referanda, de dim

inutione gravam
inis nostri et tribulationis vestrae. Q

uibus si fidem
 duxeritis 

adhibendam
, credim

us et speram
us in D

om
ino quod ad honorem

 D
ei et sanctae Ecclesiae, necnon et ad 

vestrum
 cedent com

m
odum

 et honorem
, pariter et nostrum

. T
este Rege apud M

ortelak. 4 die M
artii. »

【
一
二
二
九
年
三
月
七
日
付
の
信
任
状
】（A

n.13. H
.3. Claus.13. Ibid.

）

　

« Rex eidem
, sic transire, etc. M

ittim
us ad vos dilectum

 et fidelem
 nostrum

 W
illielm

um
. Reim

. Colum
b. 

Civem
 nostrum

 Burdegaliae, qui, per aliquantum
 tem

poris, m
oram

 nobiscum
 in A

nglia nuper fecit, et qui, 
cum

 ad vos venerit, plenius vos certificabit. In cujus etiam
 ore quaedam

 posuim
us vobis exponenda ad 

honorem
 D

ei, et sanctae Ecclesiae, et com
m

odum
 vestrum

 et honorem
, pariter et nostrum

, quae, propter 
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viarum

 pericula, scripto non duxim
us com

m
endare. T

este Rege apud Farnham
, 7 die M

artii. »

（
232
）　

時
の
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
は
、
後
に
レ
モ
ン
七
世
を
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
侯
と
し
て
承
認
し
て
い
る
：
前
掲
註（
217
）

参
照
。

（
233
）　J. Richard, op.cit., p.101.

（
234
）　P. Belperron, op.cit., pp.391 et 394.

（
235
）　

前
掲
註（
208
）参
照
。

（
236
）　

前
掲
註（
172
）参
照
。

（
237
）　

こ
の
点
に
つ
き
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
史
家
Ｊ
・
ク
リ
ネ
ン
は
、「
法
国
家lʼÉtat de droit

」
と
「
裁
判
国
家lʼÉtat de justice

」
の

対
置
に
よ
る
「
至
高
権souveraineté

」
の
あ
り
よ
う
と
「
近
代
国
家
の
形
成
過
程genèse de lʼEtat m

oderne

」
を
、
い
わ
ゆ
る

「
長
期
持
続longue durée
」
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
ク
リ
ネ
ン
の
所
説
に
よ
れ
ば
、
盛
期
中
世
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
基

本
的
な
属
性
は
、「
立
法
者
た
る
国
王roi législateur

」
と
「
正
す
者
た
る
国
王roi justicier

」
で
あ
り
、
両
者
は
不
可
分
一
体
の
関

係
に
あ
る
。
即
ち
、
王
た
る
者
の
務
め
は
法
を
制
定
し
て
規
範
を
示
す
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
を
実
際
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
正

義
を
取
り
戻
すrendre la justice
」（
判
決
を
下
す
＝
裁
判
を
行
う
）
こ
と
に
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
立
法
と
司
法
（
＝
法
適
用
に
際
し

て
の
解
釈interprétation

）
が
国
王
の
人
格
に
お
い
て
一
体
化
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
と
さ
れ
る
：J. K

rynen, Lʼétat de justice: 
France, X

III e-X
X

e siècle, t.1 

：Lʼidéologie de la m
agistrature ancienne, Gallim

ard, 2009.

（
238
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「〝
立
法
者législateur

〟
と
〝
正
す
者justicier

〟：
盛
期
中
世
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
上
訴
制
と
王

権
」
法
学
研
究
八
四
巻
一
〇
号
お
よ
び
「
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
上
訴
制
の
確
立
と
カ
ペ
ー
朝
期
親
王
領
政
策
の
諸
相
」
同

八
五
巻
四
号
を
参
照
。


